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ごあいさつ 
 
少子高齢化・核家族化の急速な進展や社会福祉に関する制度改正が進む中で、

福祉を取り巻く環境は大きく変容し、これまでの行政による福祉サービスだけ
では、住民一人ひとりの生活課題や要望に応えることが難しくなっています。 
これからは、今住んでいる地域そのものが安心して暮らせる場所になるよう、

地域住民、地域活動団体、民間事業者そして行政等、地域にかかわるものすべ
てが、それぞれが役割を認識し分担しながら地域の多様な課題の解決に取り組
んでいく必要があります。 
 
「美浜区地域福祉計画」は、住民一人ひとりの主体的なかかわりを引き出し、

地域で支え合う仕組みづくりを目指して策定されました。 
この計画は、自助(自分のことは自分で行うこと)、共助(地域住民同士が支え

合うこと)を中心とした住民参加の活動計画です。 
また、この計画と並行して策定された公助(施設整備などの行政施策)を中心

とする「千葉市地域福祉計画」により、行政からの区計画推進がはかられます。  
これらの計画のバランス良い実現により、「みんなが主役！こころ豊かな美浜

区（まち）づくり」をめざしましょう。 
 
おわりに、本計画の策定にあたり、２年間にわたり、ご尽力いただきました

地区フォーラム委員の皆様をはじめ、合同フォーラムにご参加いただいた住民
の皆様、その他ご関係の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 
 

美浜区長 
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美浜区地域福祉計画のこれから 
 
誰もが、住みなれたでまちで住み続けたいと思っています。 

 しかし、「隣の人が誰だか分らない」「障害があるが災害時に救出してくれる
か不安だ」｢独居老人の孤独死があり、一週間誰にも気づかれず発見されなかっ
た｣など、向こう三軒両隣の関係性、地域コミュニティのあり様に危惧を抱く方
が増えています。 
  
美浜区のまちが誕生して４０年近い歳月が流れ、「高度成長」を支えた団塊の

世代も定年を迎えようとしています。 
日本全国で、未曾有の高齢化の進行、一人暮らし高齢者の増大、少子化と人

口減少が言われていますが、美浜区もまた、先人が経験したことの無いと言え
るほどの社会構造の変化の真只中にあります。 
 確かに、地域コミュニティに危惧を抱く方が多いのも事実ですが、地域を丁
寧に見てみますと、細々ではあっても隣近所の助け合いが実践されているとい
う事例があるとの報告が寄せられています。 
 美浜区は、海を埋め立てて出来た「まち」であり、古い歴史に裏付けられた
人間関係・地域コミュニティがありませんが、それだけに住民自身の｢まちづく
り｣に対する主体性が不可欠です。 
 
 ２００４年春に千葉市が千葉市地域福祉計画と各区の地域福祉計画の策定を
提起しましたが、２年近い月日を要して、この度、美浜区地域福祉計画が策定
される運びとなりました。地区フォーラム委員６３名の方の英知と尽力及び地
区フォーラム委員を軸にお聞きした美浜区の住民の声の結晶が美浜区地域福祉
計画であるといってよいと思います。 
美浜区地域福祉計画の中に盛込まれた「今後の取組」の項目数は、３９項目

に昇っています。そのうちのひとつである「地域を支えあう『安心ささえ合い
ネット』の構築」は、大きな関心を呼びましたが、「今後の取組」の項目を具体
化するためのプロジェクトを立ち上げていくことが必要と思っています。 

 
美浜区地域福祉計画推進協議会を今後スタートさせることになっていますが、

実行するための「プロジェクト」を立ち上げるとともに、住民の網羅的組織で
ある自治会や社協などとの連携が大切になります。 
「みんなが主役！こころ豊かな美浜づくり」にあなたのお力をお寄せください。 
 
 

美浜区地域福計画策定委員会 

委員長  北 昌司 
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１－１ 計画策定の背景と目的 

 

地域社会では、かつての家庭や地域が持っていた相互扶助機能が弱体化し、住民相

互の社会的なつながりも希薄化しています。 

また、少子高齢社会の到来、成長型社会の終焉、近年の経済不況などにより、高齢

者、障害者などの生活上の支援を要する人々は一層厳しい状況に置かれています。 

青少年や中年層においても、生活不安やストレスが増大し、自殺やホームレス、家

庭内暴力、虐待、ひきこもりなどが新たな社会問題として発生しています。 

他方では、近年、ボランティアやＮＰＯ法人などの活動が活発化し、社会福祉を通

じて新たなコミュニティ形成を図る動きもみられます。 

 

今後は、ますます増大が予測される生活課題を適切に把握し、対応していくために

は行政を中心とした福祉サービスの提供体制のみでは困難な面も多くなると考えられ

ます。  

そこで、これからは行政と市民が共に手を携えて、生活の拠点である地域に根ざし

て助け合い、誰もがその人らしく、安心で充実した生活が送れるような、地域社会を

基盤とする福祉を築きあげることが重要です。  

 

地域福祉計画は、このような地域福祉を推進することを目的とするもので、平成 1 2

年６月の社会福祉法の改正により新たに規定された計画（社会福祉法 1 0 7 条）です。 

「住民参加の必要性」、「共に生きる社会づくり」、「福祉文化の創造」などを基本的

理念として、今後の地域福祉を総合的に推進する上での大きな柱になるものです。 

 

  

 

 

社会福祉法（抄） 

 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地方自治法第二条第四項 の基本構想に即し、地域福祉の推進

に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画を策定し、又は変更しよ

うとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その

他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

とともに、その内容を公表するものとする。  

 

１  地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２  地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

Ⅰ章 計画の基本的な考え方 
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１－２ 計画の位置づけと計画期間 

 

千葉市では、地域福祉計画の理念・考え方、行政としての地域福祉の基盤整備など

を内容とする「千葉市地域福祉計画」と、市民の参加と協働、社会資源（施設、人材）

の活用等を通じた身近な生活課題の解決方策を内容とする「区ごとの地域福祉計画」

を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美浜区地域福祉計画は、美浜区で暮らす全ての人が家庭や地域の中で、その人らし

く自立し、安心して生活できるよう支援していくことを目的として、地域住民・町内

自治会・民生委員児童委員協議会・社会福祉協議会地区部会・ボランティア・ ＮＰＯ ・

民間事業者・行政等が共に支え合い助け合い、生活上のさまざまな課題を解決するた

めの方策を総合的・計画的に推進するために定めるものです。  

このため、本計画は生活に関わる様々な課題について、高齢者、障害者、子どもな

どを個別対象別の「従来の縦割り」で捉えるのではなく、地域で暮らす生活者の視点

から捉えなおし、地域のつながりの中で解決していくことを目指しています。 

また、福祉の課題に限定するのではなく、防災・防犯など生活に密接に関連する課

題も含めた計画としました。 

 

計画期間は、平成１８年度から２２年度までの５年間で必要に応じて見直しを行い

ます。 

 

中央区地域福祉計画 

花見川区地域福祉計画 

稲毛区地域福祉計画 

若葉区地域福祉計画 

緑区地域福祉計画 

美浜区地域福祉計画 

千
葉
市
地
域
福
祉
計
画 

Ⅰ章 計画の基本的な考え方 

 

地域福祉の基本的理念や意義、

「市民参加・活動」の支援計画 
〇地域福祉計画の理念、意義、

考え方 
〇区計画を支援する公的施策

（公助） 

〇市（行政）としての地域福祉

の基盤づくりの推進 (施設、

サービス、人材育成、情報等) 

市民参加・活動計画 

〇市民の参加と活動、社

会資源（施設、人材）

の活用等を通じた自

助・共助による身近な

生活課題の解決方策 
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１－３ 美浜区の概況 

 

美浜区は，千葉市の西部に位置し面積 2 1 .1 6 k ㎡（千葉市の 7 .8 % ）の区です。 

区域のすべてが埋め立てによる造成地であり，計画的にまちづくりが進められ，他

区に比べ都市機能の充実した区となっています。 

美浜区は，県外に従業地を持つ就業者の割合が 3 5 .6 ％（平成 1 2 年国勢調査）と市

内で最も高く，そのうち９割以上は東京への通勤者です。 

中央部には高浜，真砂，高洲、幸町等の大規模な住宅団地や，区役所・郵便局・消

防署などの行政サービス施設，東京歯科大学とその付属病院，中央卸売市場などが立

地しています。 

北西部の「幕張新都心」には，コンベンション機能を持つ「幕張メッセ」を中心と

して外資系企業，国際企業が集中した高層ビルやホテル群が林立し，ビジネスゾーン

を形成する一方，住宅地区「幕張ベイタウン」の整備が進められています。 

また、幕張新都心には，人工海浜を備えた幕張海浜公園，本格的日本庭園の「見浜

園」や千葉マリンスタジアムといった施設も数多くあり，レクリエーションの場所と

しても親しまれています。 

南東部の新港地区は，千葉港の港湾施設を伴う工業地帯となっています。 

食品工業コンビナートを中心に自動車関連の事業所・石油貯蔵施設等が集中し，京

葉工業地帯の一翼を担っています。 

美浜区の水際線には，人工海浜幕張の

浜，検見川の浜，いなげの浜がつながり，

ボードセーリング・ヨットなどで市民に

親しまれています。 

稲毛海浜公園には，レジャープール・

サッカー場などのスポーツ施設が整備さ

れ，市民の憩いの場となっています。 

 

美浜区の人口は、平成１７年１０月１

日現在で、１４５，９３１人、５９，８４９世帯で、幕張新都心（計画人口２万６千

人）への入居が進む２０１０年までは、比較的高い人口増加が続き、その後、２０１

０～２０年には、１５万１千人程度でピークを示し、以後、自然減によって減少する

ものと考えられます。 

６５才以上の高齢単身世帯は、２，０８５世帯（平成１２年国勢調査）全世帯の４．

０％で、平成７年の２．３％から大幅な伸びとなっています。 

外国人登録者数は、平成１７年７月１日現在で４，４３５人（対美浜区人口３．１％）

国籍別には中国人が３，２４４人と多く、町丁別では、高浜１丁目の外国人比率が１

２．０％と最も高くなっています。 

美浜区の高齢化率（6 5 歳以上）は 1２.６％（平成１７年１０月１日現在）で、全

市 1６．０% に較べ低い値になっています。 

Ⅰ章 計画の基本的な考え方 
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町丁別に高齢化率を見ると、１４％以上の地区と７％未満とその間の３グループに

分けることができます。 

１４％以上の地区は概ね昭和 4 0 年代後半に戸建の分譲が行われた地区で、７％未

満の地区は現在マンション造成が行われている地区になります。 

高齢化率は、磯辺 1 丁目が区内で最も高く２２．０％、新港が２．６% と最も低く

なっています。 

1 4 歳以下の年少人口は、打瀬３丁目が 2 8 .５% と最も高く、磯辺 8 丁目は４.４%

と最も低くなっています。 

平均年齢は、千葉市は 4 0 .９歳、美浜区は 3 9 .７歳、最も高い磯辺 8 丁目は 4７．

７歳、最も低い打瀬 3 丁目は 2 9 .９歳になっています。 

計画的に開発が行われ、そこには同世代の住民が移り住んだため、地域毎に特定の

年齢に偏る人口構成となっています。 

 

 

 

１－４ 計画の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者や障害者と分けるのではなく、高齢者も障害をもつ人も、子育て中のパパ、

ママも、子どもたちも、すべての人が隔てられることなく、美浜区の大切な住民です。 

さまざまな個性や価値観をもつ人がいるからこそ、真の意味で豊かなまちとなれる

のではないでしょうか。 

地域のみんなが主役になれるまち、多様な価値観を排除するのではなく一つ一つに

向き合ってこそ「豊かなまち」であると考えられます。 

そして、「みんなでまちをつくる」ことの大切さを計画策定に向けての話し合いの

中で多くの人と共有できた思いがあります。 

Ⅰ章 計画の基本的な考え方 

 

ま ち 
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 ２－１ 基本目標を実現するための基本方針と施策の方向性 

 

 基本目標を実現するために４つの基本方針と１５の施策の方向性を定めました。 

 

 基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 

 

（１）町内自治会・社協地区部会・ＮＰＯ等による地域住民の生活支援  

（２）安心、見守り体制の構築 

（３）地域の世話役づくり 

（４）市民に身近な公的支援 

 

 

基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 

 

（５）情報発信の強化 

（６）身近な相談者の確保 

（７）相談窓口の機能強化 

 

 

 基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 

 

（８）地域での定住、在宅での安心した暮らしの確保 

（９）居場所、交流の場づくり 

（1 0 ）交通手段の充実 

 

 

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 

      

（1 1 ）社会福祉協議会の機能強化 

（1 2 ）災害時における要援護者の避難支援 

（1 3 ）「福祉意識の醸成」・「人権意識の確立」 

（1 4 ）ボランティアセンターの機能強化 

（1 5 ）総合的な福祉施策の推進 

Ⅱ章 地域福祉の推進方策 
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千葉市町内自治会連絡協議会

区町内自治会連絡協議会
(６区）

地区町内自治会連絡協議会
（４７地区）

町内自治会
（１，００１団体）

美浜区町内自治会連絡協議会

地区町内自治会連絡協議会
(８地区）

町内自治会
(１４３団体）

町内自治会の組織構成（平成17年3月31日）

 基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
 

地域福祉を進めるうえでは、地域で実際に生活している住民自身が身近な問題に気

づき、解決に向けて主体的に取り組んでいくことが最も大切な出発点となります。 

市民が身近な問題を積極的に発信し、地域で福祉活動を実践している町内自治会、

社協地区部会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、ＮＰＯや行政などが共に、

どうすればその問題を解決できるのかを一緒になって考えて行動すること、また、そ

のプロセスを共有することが重要です。 

特に、地域で暮らす人々が、高齢者や子どもや障害者を見守る体制をつくることは、

日常生活の中での近隣のつきあいや支え合いの大切さを見直し、地域のつながりを再

構築するものです。 

また、多様で複雑な地域の生活課題を解決していくためには、地域の世話役として

地域福祉を推進する地域活動団体の連携強化が必要で、生活課題についての共通の理

解を深め、それぞれの持ち味を活かしながら相互に連携して活動していくためのネッ

トワークづくりが重要になります。 

行政は、市民から発信された生活課題やその解決策に柔軟に対応し、また、必要な

福祉サービスを新たに提供したり、すでにある福祉サービスを利用者である市民の視

点から、わかりやすく使い勝手のよいものにしていく必要があります。 

 

施策の方向性（１）町内自治会・社協地区部会・ＮＰＯ等による地域住民の生活支援 

  

【 現状と課題 】 

①町内自治会 

かつて、福祉政策を論ずるとき「揺りかごから墓場まで」と言われてきましたが、

地域の中心にある町内自治会活動も

子どもから高齢者の問題に至るまで、

まさに「揺りかごから墓場まで」と

言っても過言ではありません。 

地域の人間関係が疎遠になる一方

で、子育てや高齢者、障害者施策の

問題等、町内自治会の果たすべき役

割は実に大きなものがあります。 

町内自治会の活動の中心は、豊か

な人間関係の構築に努め、暖かいコ

ミュニティづくり、活力あるまちづ

くりにあります。 

更に、教育・環境・福祉・防犯・

防災等あらゆる地域の諸問題を担う

組織でなければなりません。 

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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近年、地域の町内自治会への加入の折に「メリット論」が言われます。自治会に入

って何のメリットがあるのか、会費を納めるのがもったいない、役員を引き受けて活

動するのが億劫だとか、中にはプライバシー、個人情報などで住まいに表札すら出す

のを嫌う傾向にあり、美浜区の町内自治会への加入率は年々減少し、平成 1 2 年 3 月

末の８１．５％から平成 1 7 年 3 月には７２．４％（９．１％減）となっています。 

しかし、「阪神淡路大震災」、

「新潟県・中越地震」等の大災

害はいつ、どこで起こるかわか

らない、更に最近の学校児童を

狙った犯罪や「振り込め詐欺」

など個人で対応・解決出来ない

課題は山積しています。 

地域を「安全安心に住み続け

られるまち」とするためには、

町内自治会を中心として、近隣

同士が話し合い、支え合える環

境づくりを進めていく必要があ

ります。 

 

②社会福祉協議会 

千葉市社会福祉協議会（以下、社協）は、昭和２７年２月に設立、昭和４２年３月

に社会福祉法人として法人格を取得しました。 

また、社協地区部会は概ね中学校区を単位として地域住民の社会福祉に対する理解

と関心を深め、地域の福祉課題により細やかに対応するために組織された、地域住民

によって作られた自主組織です。 

組織は、町内自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ボランティア、ＰＴＡ等

で構成されています。 

現在、美浜区には、幸町１丁目、幸町２丁目、稲毛海岸、高洲高浜、真砂、磯辺、

幕張西の７つの地区部会があります。 

主な活動は、 

ア 小学校などの公共の施設や個人の自宅を会場に、お茶やお菓子を食べながら語ら

いの場やレクレーションの機会を提供し、地域交流・仲間づくりを進める「ふれ

あい・いきいきサロン活動」 

イ 高齢者を対象に食事の配達サービスや、公民館・集会所等での会食会を通じて心

のふれあいと温かい食事を提供する「ふれあい食事サービス事業」 

ウ 身近な地域で活動するボランティアの育成を目的とする「ボランティア講座の開

催」などがあります。  

地区部会の活動資金は、主として市の社協本部からの「運営補助金」と「事業補助

金」によって運営されています。 

地区部会では地域住民の皆さんから年間一口 2 0 0 円の会費を集め、その７０％が

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 

 

●町内自治会組織状況（平成17年3月31日現在）

中央 花見川 稲毛 若葉 緑 美浜 全市

町内自治会数 225 144 179 194 116 143 1001

地区連絡協議会
組織数 12 8 9 8 4 8 47

(49：重複含む)

加入世帯数 61,357 62,032 49,302 42,339 24,084 42,610 281,724

平均加入世帯数
（1団体当り）

273 431 275 218 208 298 281

加入率（％） 74.9 83.2 78.6 71.9 61.0 72.4 74.8
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次年度の「運営補助金」として市社協本部から交付されます。残りの３０％に行政補

助金、企業や一般寄付金を加え「事業補助金」として活動実績に応じ地区部会に交付

されます。 

高齢化の進展にともなって、今後、その活動がさらに必要とされますが、活動を支

える人材、資金、活動拠点の確保が課題となっています。 

 

 

真砂地区部会では、各委員会、事務局、広報に分かれて福祉活動を実践しています。 

 

（１）高齢者福祉委員会 

・ふれあい食事サービス事業（ふれあい食事会、宅配）の開催（共催） 

・結婚５０年を祝う会の開催 

・昼間独居の高齢者と児童との交流会の開催 

・地区内の高齢者をめぐる諸問題について、各老人クラブとの交流会を開催 

（２）障害者福祉委員会 

・障害者の方々の社会見学日帰りバス旅行の実施 

・障害者の方々との「ふれあい交流会」 

（３）児童母子福祉委員会 

・育児サークル（子育て支援）の開催  

＊毎月第 3 水曜日 真砂コミュニティセンター３F 和室で 年１２回開催。 

・成人まで子育てした（母子家庭）“お母さんを慰労する”を成人式後に行う。 

・青少年育成事業の支援（各中学校区青少年育成委員会の標語看板管理費） 

（４）ボランティア委員会 

・ふれあい食事サービス事業（ふれあい食事会、宅配）の開催（共催） 

・調理、宅配ボランティアの方々と情報交換を含め、交流会を開催。 

・ボランティア団体との交流会（共催） 

・中学生のボランティア体験 

（５）福祉ネットワーク委員会 

・ふれあいいきいきサロン（４ケ所）の運営調整 

＊真砂１丁目団地管理組合集会所（真砂１丁目）  第１土曜日 

 雇用促進住宅検見川自治会集会所（真砂２丁目） 第４木曜日 

 真砂第４小学校（真砂３丁目）         第２金曜日 

 真砂第３小学校（真砂４丁目）         第３火曜日 

＊ ８月を除く毎月１回開催。１００円会費でどなたでも参加できます。 

・ボランティア団体との交流会（共催） 

・近隣地区部会との交流会 

・講演会 

 
福祉活動の取組事例

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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③民生委員・児童委員（以下、民生委員） 

民生委員は福祉を必要とする人と行政とのパイプ役として「市民の立場に立って相

談に応じ必要な援助を行なう」ことを目的に活動しています。 

以前は、経済的に生活に困っている人への助言や指導など生活保護が中心でしたが、

現在では、高齢化が進み経済的に不自由でなくても援助を必要とする人が増加し、ひ

とり暮らしの方や高齢者世帯への安否確認等の訪問により、生活状態を把握し、福祉

サービス情報の提供などを行っています。 

児童委員としては児童虐待、不登校児への対応など職務の内容も多様化してきてお

ります。 

それぞれ「受持区域」の高齢化率、世帯構成、経済状況によって相談件数や内容も

大きく違います。 

民生委員定数は、平成１６年１２月１日現在、全市で７５地区、１，３３９名、美

浜区では１０地区、１８０名で、内主任児童委員定数は全市で１５０名、美浜区２０

名です。 

課題としては、 

ア 日頃の活動の中で実際に援助が必要だと思っても、関与されるのが嫌がる人が多 

くなっています。 

イ 心の病を持った人との対応、児童虐待など複雑な問題には、民生委員だけでは対 

応できず、保健センター、児童相談所、学校とのネットワークが必要です。 

ウ 民生委員の活動が、高齢者以外には地域であまり知られていないため、新たなな 

り手を捜すのが大変です。民生委員の経験や体験を活かし、地域の各団体と情報を 

交換し合い、地域の実情に合った活動の展開が望まれています。 

 

④ボランティア 

美浜区の個人ボランティアのボランティアセンターへの登録は３，７３８人（Ｈ１

７年５月末）、また、代表者が美浜区に在住しているグループは１６グループ（７５７

人）で、それぞれのグループ特性を活かした活動をしています。 

原則、無報酬であるボランティアを、さらに「有償」「無償」に分ける場合があり

ますが、区分や考え方は様々で、労働力の提供以外の部分に対して、活動にかかる交

通費程度の実費弁償を行う場合や、謝礼的な金銭の支給を行う場合などがあります。 

課題としては、ボランティアを希望する人が求めているニーズと依頼者が求めてい

るニーズのマッチィングが難しいこと、また、手話、点訳、朗読など専門性を要する

ボランティアの養成には５年程度の長期の養成期間が必要なことです。 

また、ボランティアという言葉が一人歩きして、「ボランティアだから無料」「ボラ

ンティアだから自由にやっていい」という考えが依頼する側にもボランティア側にも

生じる場合があります。 

地域の中で誘い合わせてお互いに助け合いができるようなシステムが生まれてく

ることが、望まれています。 

 

 

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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⑤ＮＰＯ 

ＮＰＯとは、ある特定の社会目的を追求するために営利を目的としない民間の自発

的な組織として、継続的に何らかの社会サービスを提供している団体で、千葉市内に

は１８９のＮＰＯ法人（平成１７年９月現在）があり、その中で、美浜区を活動拠点

とするＮＰＯは２５法人です。 

任意団体であっても充実した活動や事業を行い，事業実績も高い団体もありますが、

また、その逆で法人格を持っていても、殆ど活動していない団体もあります。 

一般企業と違う点は、剰余金が出た場合に構成員で分配せずに更なる活動資金とし

て活用することです。 

活動の中心になるスタッフをどう育てるかという人材の育成や、ボランテイアに参

加を求め、その活動の目的を明確にし、パートナーとしての信頼関係をいかにつくる

かが課題となっています。 

    

 

 

 

 

・地域福祉の取り組みにおいて、どの部分を行政、どの部分を市民団体が行うのが適 

切か明確でない。また、行政のボランティアに対する支援が十分でない。 

・障害者等が手軽に利用できる代行サービスがない。 

 

 

【 今後の取組１ 】コミュニティビジネスによる地域住民の生活支援 

コミュニティビジネスは、市民が主体になって地域の困った問題を地域の人材やノ

ウハウ、施設、資金などを活かして、継続的に事業を行うビジネスの手法で解決して

いくことです。 

その効果としては、個人の働きがいや生きがい、地域ニーズに合った社会サービス

が提供される、雇用、再雇用の場を地域でつくっていく、生活文化の継承などが期待

できます。 

 

高洲ショッピングセンターを拠点とする「ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ」は、 

技能をもったリタイア人材による住宅修理、模様替え、団地に住む高齢者の買い物代

行、商品届けなどの高齢者生活支援を行っています。 

 このＮＰＯは、ＩＴを活用したサービスを実践しています。 

このシステムを利用することで効率的なボランティア派遣が可能になり、ＧＰＳ機

能つき携帯電話システムは、高齢者の安否確認に活用することが可能です。 

また、このサービスに加え、新たに無償、有償のボランティアによる「助け合い自

治ネット」を構築することで、各フォーラムで生活課題として取り上げられている高

齢者に関わる問題の一端が解消できるものと考えられます。 

地区フォーラムでの意見

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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 この計画による市民へのメリットは次のようなものです。 

(1 )リタイア人材や地域に対する強い貢献意欲を持つ人材でネットワークをつくり、こ

の事業に参加することによって、やりがいや生きがいを発見することができます。 

(2 )この事業への参加は地域での雇用を生み出します。人材は市政だより、社協地区部

会報、その他の地域誌その他、新聞チラシ広告や説明会の開催によって公募し、登

録します。町内自治会の協力や、ボランティア団体などとネットワークをつくり、

地域のコミュニケーションのうえに成り立った組織作りを図ります。 

(3 )「買い物代行サービス」「定番商品配達サービス」「助け合いサービス」の項目によ

る、対象者とのコミュニケーションの中で結果として安否確認としての効果を得ら

れると考えられます。 

(4 )ＩＴシステムを利用したＧＰＳ機能付き携帯電話で本人の居場所確認が出来る他、

安否確認された情報を、希望により遠方に住む息子夫婦などの親族に配信すること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今後の取組２ 】小学校区を単位とした「（仮）地域福祉まちづくり会議」の設置 

 美浜区は転入、転出による市民の入れ替わりが多く、自治会の結成はおろか、市民

同士の自主的な活動もままならない地域もあります。 

 しかし、地域住民のなかには「やる気のある人たち」は大勢おり、活動の「芽」も

たくさんあります。 

ただ、これまでは「やる気があっても活動の場がなかった」「グループを立ち上げた

が他との連携がなかった」「事業を実施したいが支援が受けられなかった」という問題

がありました。 

 そこで地域住民のふれあいの場であるだけでなく、市民の合意の形成や行政への提

言の場として、日常生活圏域である小学校区毎に「（仮称）地域福祉まちづくり会議」

の設置を目指します。 

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 

 

ＮＰＯ団体

買い物代行サービス・定番商品配達サービス・助け合い自治ネットサービスで
ボランティアの利用を希望する人たち

ＧＰＳ機能付き電話を持った安否確認を必要とする高齢者

高洲 稲毛海岸 磯辺・真砂 幕張西

ボランティア ボランティア ボランティア ボランティア

電
話

情
報
配
信
と
安
否
確
認

派遣

ＦＡＸ、電話、携帯電話による連絡

コ－ディネーター
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施策の方向性（２）安心、見守り体制の構築 

 

【 現状と課題 】  

行政の福祉サービスや介護保険制度が充実していく一方で、福祉ニーズの多様化に

より、カバーしきれないニーズが目立つようになっています。 

そのため、地域で暮らす人が中心になって他人を思いやり、お互いを支え合い、助

け合う仕組みをつくる必要があります。 

地域で暮らす人々が、高齢者や子どもや障害者を見守っている体制をつくることは、

本人にとって安心であるとともに暮らしやすいまちづくりにつながります。 

しかし、このようなまちづくりをするには、まず「支援を必要とする人が、どこに

いて、どんな手助けを必要としているのか」という情報を把握する必要があります。 

それは災害対策でも同じことで、支援を必要とする人が、どこにいて、どのように

安否を確認し、どのように避難を支援していくのか事前の準備が必要です。 

具体的には、民生委員・児童委員や行政が持つ情報をプライバシー保護に十分配慮

した上で、地域住民が利用できるしくみをつくり、地域住民の助け合い、支え合いを

実現していくことが考えられます。 

なお、その情報の管理もこれからの重要な課題となります。 

防災にとって最も大切なのは日々の備えとともに市民一人ひとりの心がまえです。 

そのため防災意識の啓発や自主防災組織の充実、強化を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

・私達が住む団地で「孤独死」があり、一週間誰にも発見されませんでした。団地の 

共同住宅は密室性が強く、連絡が閉ざされ、発見が遅れる場合もあります。 

・小学校、幼稚園、保育園での外部侵入者から児童を守るための対策が不十分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区フォーラムでの意見

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 

 

●区別の高齢者人口（平成１７年６月１日現在）

独り暮らし高齢者
高齢者
二人

人 口 人 口 構成比 世帯数 世帯数 構成比 世帯数
(A) (B) (B)/(A) (D)+(E) (D) (D)/(B) (E)

919,289 145,618 15.84% 38,389 15,817 10.86% 22,572

中 央 区 181,423 32,383 17.85% 8,674 4,118 12.72% 4,556

花見川区 181,145 28,951 15.98% 7,592 2,876 9.93% 4,716

稲 毛 区 148,483 23,973 16.15% 6,650 2,785 11.62% 3,865

若 葉 区 150,020 27,920 18.61% 7,187 2,794 10.01% 4,393

緑    区 112,391 14,397 12.81% 2,652 931 6.47% 1,721

美 浜 区 145,827 17,994 12.34% 5,634 2,313 12.85% 3,321

高齢者世帯数

千葉市

高 齢 者（６５歳以上）総 人 口



 17 

【 今後の取組３ 】地域を支え合う「あんしん支え合いネット」の構築 

美浜区のアンケート調査結果によると①地域の関わりについて美浜区全体では「ほ

とんど近所づきあいはない」7 .4 % 「顔を合わせればあいさつする程度」５6 .8 % で両

方合わせると 6 4 .2 % にもなり地域社会のつながりが、大変希薄化しています。 

そのため孤独死、孤立、孤独の問題が発生しており住民同士の支え合いやコミュニ

ティの再構築が求められています。 

そこで、誰もが住みなれたまちで、安心して暮らせるまちづくりを目指して地域住

民が主体となり行政と協働でつくる「あんしん支え合いネット」の構築を提案します。 

あんしん支え合いネットは、拠点に相談員を配置して家庭のよろす相談ごとや緊急

事態に対応し、行政サービスでカバーしきれない、いろいろなサービスを緊急対応的

に地域住民の力で対応しようとする支え合いネットで、誰もが住み慣れた所で安心し

て暮らせるノーマライゼーションを目指します。 

具体的には各家庭に支え合いネットの電話番号が印刷された板状マグネットを配付

し、家庭にある冷蔵庫に貼り付けて使います。 

突然のトラブルが起きたときは、どこに電話したらよいのか迷うことのないように、

板状マグネットを見て電話をします。 

また、板状マグネットは町内自治会などを通して、高齢者・障害者にかかわらず、

すべての家庭に配布して安心して、暮らせる地域づくりを目指します。板状マグネッ

トには支え合いネットの電話番号だけでなく担当民生委員・児童委員の名前を記入し

たり、避難地図や自分の血液型、知人の連絡先などが記入でき、さまざまな利用の仕

方ができるように考えます。 

拠点の相談員には社協地区部会や民生委員児童委員協議会等地域のボランティア団

体や個人からボランティアを広く募ります。相談員の充実により２４時間電話相談体

制をめざします。 

また、拠点では民生委員・児童委員、社協地区部会の相談窓口を設置し、顔の見え

る地域福祉を推進します。拠点相談員では難しい事例は行政や各地域の支援団体と連

携をとって必要な福祉サービスに結びつけます。 

 

病院へ行きたいが一人で病院まで行けそうにないとか、ぎっくり腰で動けない、ト

イレも行けない。買い物もできないで困っているとか、昼間、子ども一人で留守番を

しているけど何かあった時、かけつけて見てくれる人がいないなど、家庭の中でいつ

何が起きるか分らないことに緊急対応したり、高齢者の悩みを聞いてあげたりします。 

また、隣の家で新聞がたまっているので心配だ、何かあったんではないかと心配に

なった時、あまり付き合いのない隣人が、あんしん支え合いネットを利用して匿名通

報することができます。人間関係希薄化の中での見守り機能を果たします。  

 

活動拠点として高洲コミュニティセンターや保健センター跡地利用など地域の人々

が集まりやすい場所が理想的で行政との協力体制が不可欠です。 

また、事業の継続性を考えると受付、相談員にはパート時給とボランティアの中間

的な手当てを必要とします。そのため安心電話などの事業の受託なども考えられます。 

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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【 今後の取組４ 】学校と地域の連携した防災訓練の実施 

大地震の発生を想定して、初期の防災活動をいち早く的確に行えることを目的とし

た防災訓練が不可欠です。 

災害が広範囲に及んだ場合、中学生以上の市民による炊き出しの協力を得て学校、

地域が連携した防災訓練の実施を目指します。 

 

 

 

幸町での学校と地域の連携した避難訓練の実施 

 

幸町２丁目地区に指定された「広域避難場所」は幸町第一中学校と幸町第四小学校

（旧幸町中央公園跡）の校舎と校庭である。 

地区内の推定人口は約２万５千人、毎年２月に消防署の協力を得て開催している防

災訓練は「広域避難場所」を想定した訓練を中心に実施、特に昼間時の災害発生時の

防災は中学生の活躍が中心となり毎回有志の訓練参加で成果を上げている。 

 

 

 

  

 

【 今後の取組５ 】災害発生時の対応マニュアルの整備 

 美浜区が地震による災害を受けた場合、液状化現象による地域の孤立が心配されま

す。日頃から食料品や水などの備蓄、常備薬の用意など家庭で出来る災害への備えに

ついて積極的に取り組む必要があります。 

災害発生時の「その時どうするか」という、とっさに身を守ったり、火災などの二

次災害を防ぐためには、避難に際しての注意事項、一次持ち出し品、二次持ち出し品

などのリスト、近隣との安全、情報についての確認方法や、地域毎の避難場所リスト

などが必要です。 

そのため、地域の防災対策として住民の啓発、啓蒙と災害発生時の的確な対応を図

るため「地域でつくる災害マニュアル」を作成し、すべての住民への周知を目指しま

す。 

福祉活動の取組事例

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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施策の方向性（３）地域の世話役づくり 

 

【 現状と課題 】  

地域福祉を担う上で、重要な福祉団体としては、地区町内自治会連絡協議会、社会

福祉協議会地区部会、民生委員児童委員協議会、老人クラブの 4 団体がありますが、

相互の連携がうまくとれていない地域もあります。 

 

地区町内自治会連絡協議会 

マンションで管理組合のみで自治会が結成されていなかったり、又、あっても加入

率が低く機能していないところが散見されます。 

自治会の結成と全世帯の加入が望まれます。その実現には地区町内自治会連絡協議

会と市の積極的な働きかけが必要と考えます。 

又、新しい町内活動（向こう三軒両隣など小地域での相互扶助）を進めるには町内

自治会の存在と取り組む姿勢が必須条件と考えます。 

 

社会福祉協議会地区部会 

現在の活動の主体は、高齢者を対象とした行事型の展開となっていますが、これを

日常型の展開に変えてゆく必要があります。「ふれあい食事サービス」や「ふれあい・

いきいきサロン」など未だ実施されていない地区もあります。又、障害者や子育ての

分野への取組も十分と言えません。これらの取組が望まれています。 

 

民生委員・児童委員 

高齢社会の進展に伴い、民生委員の不足と負担が増大しています。このため高齢者

の現況把握とケアが十分できていない状況が生じつつあります。極め細かなケアとフ

ォローのため早急に民生委員・児童委員の増員が望まれます。 

 

老人クラブ 

老人クラブの設立数は、自治会数の約１／３の状況です。また、会員数は自治会員

数の１～２割と大変低い状況です。 

加入拡大のために魅力のある運営や活性化が求められます。 

 

その他、青少年育成委員会、社会体育振興会がありますが、独自の活動が多く、殆

ど上記の団体とは連携していない状況です。 

又、ＮＰＯ、ボランティア団体も独自の活動で殆ど連携はみられません。これから

の地域福祉計画を進めるにあたってはネットワークと協働が必要です。 

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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・隣の人が誰だかも分らない市民が集合住宅では多い。プライバシー立ち入りの原則 

に誤った理解があるようだ。 

・近所付き合いのない独居高齢者は物事の相談、話し相手がいないので不安である。 

 

 

【 今後の取組６ 】地域福祉を推進する地域活動団体の連携強化 

地域福祉を推進するために、町内自治会、民生委員児童委員協議会、コミュニティ

づくり懇談会、社会体育振興会、コミュニティセンター運営委員会、社協地区部会、

青少年育成委員会、コミュニティセンターサークル連絡会などの地域活動団体の連携

強化を目指します。 

 

【 今後の取組７ 】新しい近隣づくり活動 

美浜区のように、集合住宅中心の住宅環境では、最も身近な生活を共有できる単位

は階段・エレベーター・通路（廊下）等になります。 

日常生活の問題、子育てや介護の問題等支え合う近所付き合いを通じて、近隣での

人間関係を豊かなるものにして活力あるまちづくりに努めることが重要です。 

また、近隣同志が話し合い、支え合える環境を作り、住んで良かったといえる心暖

まるコミュニティづくりが大切です。 

団地祭りや旅行等文化・スポーツ行事が参加して楽しく、近隣同士の触れ合いや交

流が深まることに努力すること、青少年が高齢者や障害者を支え、心身共に健全に育

つまちづくりに努めることを、一人ひとりが自覚することを目指します。 

地区フォーラムでの意見

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 
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施策の方向性（４）市民に身近な公的支援 

 

【 現状と課題 】  

美浜区地域福祉計画を行政が責任をもって推進するためには、市民に身近な区役所

の権限を強化する必要があります。 

また、地域をサポートすべき区役所は、積極的に地域に出て行く必要があります。 

地域の実情を現場で把握する力をより強めることや、地域の問題に対して解決のた

めの柔軟ですばやい対応が求められています。 

 

【 今後の取組８ 】区役所の機能の活用と窓口サービスの向上 

 土日、夜間における区役所会議室の開放など、区役所機能の活用を進めます。 

なお、その際には住民に関わるプライバシーが集積されているなど、区役所という

特殊な施設の開放である点に十分な配慮と注意が必要です。 

区役所窓口サービスについては、適切な接遇の徹底、縦割り主義的な対応の是正、

職員の応接の改善を図り、市民満足度の向上を目指します。 

また、平成１９年度にオープンする美浜区保健福祉センター（仮称）では、複数の

行政サービスを１つの窓口で受けられ、手続きが１か所で完了する「ワンストップサ

ービス」の実施等、市民の利便性の向上に努めます。 

 

 

 美浜区保健福祉センター（仮称）の概要 

地下１階地上５階建、地区ホールと合築 

保健福祉センター部分４，１９９．９１㎡ 

事務室スペース、健診スペース、地域保健福祉活動 

スペースをそれぞれ１フロアに集中的に配置すること 

などにより相談・申請及び健診等の利便性の向上等を 

図り、多様化・複合化する区民の保健福祉ニーズに応える施設です。 

１階：相談・申請受付・情報提供 

保健福祉総合相談窓口を始め、事務室や相談室など申請や相談に対応する諸室 

のほか、会議室や情報コーナーや災害時医療資材備蓄庫が設けられます。 

２階：地域保健福祉活動 

区民参加による地域保健福祉活動の場として、社会福祉協議会区事務所、ボラ 

ンティア活動室などの諸室が設けられます。 

３階：健診・指導・研修 

妊婦、乳幼児及び成人に対する各種健康診査や検診、健康相談、健康教育等の 

保健指導を行うための診察室や健康学習室などの諸室が設けられます。 

４階：健康増進・多目的会議室 

運動指導などの生活指導や介護予防のための機能訓練に必要な健康増進室と地 

域の保健・医療・福祉に関する会議のための多目的会議室などを設けられます。 

基本方針１ 市民主体による協働のまちづくり 

 



 22 

 基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 

 

福祉サービスを必要としている人は、その必要に応じて適切なサービスを選択する

ことで、課題の解決や軽減を図れることが必要です。 

しかし、自分が抱えている課題がどのようなサービスによって充足されるのかがわ

からない場合もあります。 

さらに、現状のサービスが必ずしも課題に対応できるわけでもありません。 

そこで福祉サービスの提供は、必要な福祉サービスの自覚・発見と現状のサービス

を結び付けるプロセスを必要とします。 

また、必要なサービスがない場合は、新たなサ－ビスを考え、作り出していかなく

てはなりません。 

 こうした過程は、「情報の提供」「相談」業務の中で行われます。市民の必要とする

福祉サービスと向き合いその充足を可能とするために、必要な情報が、いつでも得ら

れ相談できるシステムづくりを進めていきます。 

 

施策の方向性（５）情報発信の強化 

 

【 現状と課題 】 

 地域生活を安心して豊かに送るためには、医療や福祉サービスなどの生活に密着し

た情報の収集が大切になります。地域には高齢者や障害児・者、昼間は地域にいない

子育て世代、若者など、様々な人が暮らしています。 

そのため情報を発信する際には多くの人が手に入れやすい方法を考えなくてはいけ

ません。 

その人の生活事情にあった情報を手に入れやすいように、様々な方法で情報を発信

していくことが必要です。 

 

 

 

 

・外国の方が増えている。中国残留孤児の方などに対する母国語による説明パンフが 

不十分である。 

 

 

【 今後の取組９ 】コンビニ・郵便局等での福祉サービス情報の提供 

 必要な情報を必要な時に手に入れることができれば、また普段から気軽に情報に触

れることができれば、いざというときの不安が軽減できます。 

そのためには身近な場所で情報を手に入れることができれば安心です。 

コンビニに置かれている求人情報誌のように、誰でも気軽に福祉情報に触れること

ができるよう、地域での福祉情報誌の作成を目指します。 

地区フォーラムでの意見

基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 
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【 今後の取組１０ 】回覧板の電子データ送付、インターネットでの掲示 

 現状の紙ベースでの回覧板では、緊急を要する情報の伝達や、過去の情報を再度確

認したい場合などに問題があります。 

そこで、行政・社協などが発信する回覧板情報を希望者に対してメールで発信した

り、過去の情報を含めてホームページ上で検索できるような仕組みの構築を目指しま

す。 

 

【 今後の取組１１ 】市政だよりの対象者別翻訳版の作成 

 市政だよりには、大量の情報が掲載されていますが、その中から自分に必要な情報

を選択することは、視力や判断力の衰えた高齢者、障害児・者にとって難しい場合も

あります。 

 このため、対象者別翻訳版の作成と配布を目指します。 

例えば、美浜区の高齢者が必要とする情報を市政だよりの中から選択し、読みやす

いように文字サイズを拡大し、難しい用語については、簡単な言葉に置き換えたり、

注釈を加えた高齢者向け市政だよりをボランティアが作成し地域情報の提供を行いま

す。 

 

【 今後の取組１２ 】福祉サービス情報提供の携帯メール活用 

 保育園で掲示板や資料配布により提供している犯罪情報やインフルエンザの発生情

報などを、携帯サイトや携帯電話のメール機能を利用し、迅速・正確に情報提供サー

ビスに登録された保護者の方等へ提供する事業を民間事業者によりモデル実施します。 

 

●チューリップ保育園での事例 

地域住民

・毎日の行事・持ち
物などお知らせ情報
・園児の健康状態な
どの急な連絡
・不審者情報や事件
事故、災害情報

・地域との交流イベ
ント情報

・子育てに関する地
域の情報

保育園

保育園を利用して
いないパパ・ママ

・代理にお迎えに行
く人の顔写真

保護者

・不審者情報
・事件事故情報
・災害情報
・食中毒情報
・インフルエンザ情報

市役所・警察

インターネット

インターネット

電子メール

電子メール

 

基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 

 



 24 

施策の方向性（６）身近な相談者の確保 

 

【 現状と課題 】 

 生活していくなかで、「ちょっとした手助け」があればより暮らしやすいということ

は多々あります。近所付き合いが減り、地域とのつながりが弱くなってきている今日、

身近に相談できる人を確保することは以前に比べて難しくなっています。 

そうしたなかで、コミュニケーションが困難な人や、地域から孤立してしまう人、

家族が増えてきています。 

より豊かなコミュニティを創造するためには、「身近な相談者の確保」や「孤立する

市民を出さない」ということが大きな課題となります。 

また、地域には、身体障害者、知的障害者、その家族の方に、身近な問題について

相談、助言、指導するため、全市で６２名、美浜区で８名の障害者相談員がいますが、

個人情報保護のため、地域在住障害者を把握することが難しい状況です。 

 

 

 

 

 

・身体障害者が増加する中、身体障害者相談員をやっていても地域の障害者名簿を閲 

覧できない。地域在住障害者の把握はどうしたらよいか？ 

・団地内で障害者委員会を立ち上げてもらっても、責任者もどこに障害を持っている 

方がいるかわからず（プライバシー重視のあまり）連絡を取れずにいる。 

 

 

【 今後の取組１３ 】民生委員･児童委員と地域組織との協力体制の充実 

 生活課題を抱えている人にとって身近な相談者として、民生委員・児童委員の役割

はますます大きくなっています。 

そこで、市民の生活課題の増大や複雑化にともない、民生委員・児童委員は地域に

おける課題を把握し、地域に課題を提起することで町内自治会等との協力体制をより

充実させることを目指します。 

 

【 今後の取組１４ 】支援を必要とする人（要支援者）とのコミュニケーション 

 地域の中では様々な生活課題を抱えている人や家族がいますが、課題を抱えている

人のなかには地域から孤立し、自ら声をあげにくい人も多くいます。 

そうした自ら声をあげられない要支援者は、より多くの、また複雑な課題を抱えて

いることがあります。 

また、地域住民が要支援者に対して何らかの支援を行いたいと考えても、どこにど

のような人が住んでいるか把握できず、うまく接触することができません。   

要支援者が心を開くには近所の住民が挨拶等の声をかけ、ささいな手助けから交流

地区フォーラムでの意見

基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 
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し相談窓口の情報等をそれとなく知らせる事に努めます。 

 個人のプライバシーを十分に尊重しながら、コミュニケーションを深め地域住民等

による日常の支援に結びつけていく必要があります。 

 

施策の方向性（７）相談窓口の機能強化 

 

【 現状と課題 】 

 現在、区役所には在宅の高齢者等の福祉や保健に関する総合的な相談に応ずる保健

福祉総合相談窓口があります。 

また、２４時間対応の相談窓口としては、高齢者を対象とする在宅介護支援センタ

ーが「みはま苑」「セイワ美浜」の２カ所に特別養護老人ホームと併設してあります。 

 児童については児童相談所が、障害者については障害者専門相談事業が同様に２４

時間対応を行っています。 

しかし、地域住民の多様な生活ニーズに人員体制等で十分対応できているわけでは

ありません。 

また、相談することがあっても「どこに相談していいかわからない」という人も多

く、相談を必要とする人と相談機関を的確に結びつける必要があります。 

 

 

 

 

 

・支援費制度の使い方が、具体的によくわからない。 

・行政の相談窓口だが相談コーナーも無い、相談に対応する窓口の人の力量にも差が 

ある。 

・自分に不都合を感じた時、民生委員・児童委員や福祉事務所を訪ねるのは、かなり

敷居が高い。 

 

 

【 今後の取組１５ 】相談履歴の電子化 

 多くの人から様々な相談が寄せられている相談窓口では、その相談内容と解決方法

を電子化し、蓄積することで、窓口対応の迅速化を図ります。 

相談履歴を蓄積することで、相談者のこれまでの相談内容を把握した上での対応や、

相談に対する適切な解決パターンを見つけ今後の相談に生かすことも可能になります。 

また、個人が特定できないようにした上で、相談内容や解決方法をでインターネッ

トにより公開することで、相談者が類似事例を検索し、自分で解決することも可能と

なります。 

地区フォーラムでの意見

基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 
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【 今後の取組１６ 】相談窓口への補助員配置 

 保健福祉総合相談窓口を強化し、相談を解決するまで、きめ細かく支援するシステ

ムとして相談窓口への補助員配置を検討します。 

補助員は相談員と連携を図り、取り次ぎ先のアポイントおよび案内を行う、相談者

の状況調査及び相談内容のデータ入力等の作業を行います。 

また、勤労者の利便性を考慮し、相談窓口の受付時間延長についても検討します。 

 

【 今後の取組１７ 】地域包括支援センターの設置 

 高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らすためには、何らかの支援が必要とな

ったとき、本人や家族が気軽に相談できる身近な窓口が必要です。 

介護保険制度の改正により、相談窓口機能、介護予防マネジメント、包括的・継続

的マネジメントを主な機能としてもち、地域における総合的なマネジメントを担う中

核機関となる地域包括支援センターを各区に 2 カ所づつ創設します。 

地域包括支援センターが設置されることで、きめ細やかな相談・マネジメントが期

待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２ 必要な情報が、いつでも得られ相談できるシステムづくり 
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基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 

 

 美浜区は、人工的に造られた埋立地で、歴史も浅いため、地域での共通な文化が育

っておらず、「向こう三軒両隣」のような関係や、地域コミュニティの形成が充分でな

い地域もあります。 

 しかし、少子・高齢化が進み、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化により家

族だけでは介護しきれない状況も生まれてきています。 

また、障害者においても、ノーマライゼーションの理念に基づき施設から地域へと

生活の場が求められています。 

 こうした状況の中で、誰もが地域で暮らしやすい環境をつくるために、地域に生活

しやすい住居があること、そして生活の仕方や価値観、考え方が違う市民がお互いに

知り合い、理解しあい、自然に助け合いの気持ちの持てるようなコミュニティをつく

ることが必要です。 

そして、共通の文化をつくりあげていくことは、市民一人ひとりが愛着と誇りのも

てるまちづくりにつながっていくでしょう。 

まず、高齢者や障害者のそれぞれの状況に対応した住まい方を考えることが必要で

す。また、病気や介護が必要になったりしても安心して地域で暮らすことができるこ

と、当事者だけでなく、介護する人や一緒に生活する家族にとっても負担にならない

こと、そういう体制を整えることも重要です。 

 障害のあるなしにかかわらず、大人も子どもも自分にとって居心地のよい場所「子

どもたちが放課後集まって安心して遊べる場所や高齢者や子育て中の家族が気ままに

集い、話ができる場所など」があれば、生活も楽しくなり、地域でいろいろな人との

交流や新しい出会いも生まれます。 

そういう地域の居場所づくりと同時に、それぞれがいきいきと暮らせるような生き

がいづくりの場もあるとさらによいでしょう。 

例えば、子どもたちが地域の高齢者に昔のことを聞いたり遊びを習ったり、工作・

手芸・パソコンなど年代を問わず自分の特技を教えあったりすることにより楽しみや

生きがい、人々のつながりもできてきます。 

また、余暇を利用して興味関心のあることを学習し、それを地域活動・人々との交

流へ活かしていけるような場もあれば、いきいきとしたコミュニティになるでしょう。 

さらに、高齢者や障害者の方の移動手段が確保され、行きたい所に自由に行けるよ

うになれば、自己実現や日常生活の暮らしやすさにつながります。 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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施策の方向性（８）地域での定住、在宅での安心した暮らしの確保 

 

【 現状と課題 】 

 特に老朽化した幸町などの大規模集合住宅団地を中心に、居住者に占める高齢者の

割合が高いなど、世代構成に偏りが見られます。 

こうした団地においては、団地内やその周辺地域の活用の低下、コミュニティの希

薄化、自治会活動の支障等の問題が生じています。 

 また、エレベーターのない５階建ての団地に住む高齢者は、買い物、ゴミ出しなど

日常的な生活が困難となる事例も生じています。 

美浜区には、６５歳以上の高齢者は約１万８千人で高齢化率は１２．６％（平成１

７年１０月１日現在）と、６区の中では一番低い状況ですが、５５～６５歳の人口構

成が他区に比較して高く、今後、高齢化率の急激な上昇が予測されます。 

一方病院では、末期がん患者、難病患者など高度な医療技術によっても治癒が困難

な病気を患った人を治療が終わったという理由で家に帰すようにしたり、普通の疾患

での入院日数も短縮したりと、家庭での療養が強いられる傾向にあります。 

また、末期がん患者の中には、住みなれた地域で暮らしたい、自分の好きなときに

好きなことをしたい、家族の手料理を食べたい、時には晩酌もしたいなど、病院にい

ては得られない「普通の生活」を望む方もいます。最近は、このような「在宅（病院

以外の場所）」のよさが指摘されるようになり、これまでのような「最期を病院で」と

いう考え方は見直されつつあります。 

 高齢者・障害者・難病患者など在宅療養者が、住みなれた地域で安心して生活を続

けるには、さまざまな支援体制が必要です。いつでも気軽に相談できること、介護・

看護が充分に受けられること、往診・訪問診療をする医師が確保できて安心が得られ

ることなどのほか、介護の担い手に対する支援も大切です。 

 平成１７年４月からは在宅介護支援センターが美浜区に２ヶ所(みはま苑、セイワ美

浜)になりました。また、地域の医療機関と海浜病院との連携も実施されています。し

かし、地域にかかりつけ医を持っている人が少ない、往診や訪問診療をする医師が充

分でない、介護の担い手になる家族の負担が大きいなどにより、在宅療養がしづらい

状況です。 

 

 

 

 

 

・エレベーターがない５階建ての集合住宅では、高齢者は、ゴミだし、買い物など日 

常生活に不便を感じている。 

・自宅に住み続けたいが孤独死が心配、かといって施設には入れないし入りたくない。 

・在宅介護のバックアップ体制が不足していて、家族に負担がかかっている。 

 

地区フォーラムでの意見

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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【 今後の取組１８ 】住宅の耐震補強、バリアフリー化 

 平成７年の阪神淡路大震災では、地震による直接の死者は５５０２人で、そのうち

８８％は、家屋の倒壊による圧死・窒息死でした。 

美浜区の住宅は昭和５６年の耐震基準前に建築された住宅が７６．５％を占めてい

ます。 

このため、耐震診断や耐震改修費用の助成など既存の住宅の安全性を確保する取り

組みを進めています。 

また、バリアフリーが標準的な仕様として定着することを目指し、その効果や手法

について積極的に情報提供を行い市民や民間事業者の啓発に努めるとともに、住宅の

改修費用に対する助成制度等の既存の制度を活用することにより、バリアフリー化を

進めます。 

 

【 今後の取組１９ 】高齢者世帯等の住み替えの支援 

 集合住宅の上層階に高齢者世帯が居住している場合、低層階に空き家が生じたり、

若年世帯が居住している場合に、高齢者世帯の低階層への住み替えを行うことは、日

常生活上の支障を緩和する手段として有効です。 

このため、住み替え先となる低階層の空き家に関する情報提供を行い、住み替えに

係る経済的負担を軽減するための方策等について検討します。 

また、高齢者が子どもなどの家族と同居・近居することは、高齢者の不安感・孤独

感の軽減に資することから、そのような同居・近居のための住み替えを支援するため

の方策も検討します。 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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【 今後の取組２０ 】コレクティブハウジングなどの多様な住まいの設置促進 

 近年、入居者同士がお互いに支え合い、安心して暮らせる住宅として、複数の世帯

が生活の一部を共有するコレクティブハウジングなどの新しい住まい方への関心が高

まっています。 

これらの新しい住まい方は、高齢者や子ども、子育て中の親など多様な世代が互い

に交流する機会を与え、高齢者の不安感や孤独感の解消、子育ての孤立防止に資する

と考えらます。 

このため、民生委員や町内自治会、地域住民などへの多様な住まいの情報提供など

啓発活動を行います。 

また、その建設や運営を行なうＮＰＯ法人等の団体を支援するための方策や、民間

事業者によるコレクティブハウジング等の供給を促進するための方策を検討します。 

 

 

高齢者・障害者の多様な住まい（居住関係施設）の概要 

①ケアハウス ６０歳以上で、かつ身体機能の低下が認められ又は高齢者等のため、

独立して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難

なものを低額な料金で利用させる施設 

②有料老人ホーム 常時１０人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上

必要な便宜を供与することを目的とする施設 

③痴呆性高齢者グループホーム 小規模な生活の場（５～９人の少人数を単位とした

共同居住形態）において、食事の支度、掃除、洗濯等を利用者が共同で行い、1 日

中、家庭的で落ち着いた環境の中で生活を送ることにより、痴呆の進行を緩やかに

し、家族の負担の軽減に資するもの 

④生活支援ハウス 介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供する施設 

⑤高齢者向け優良賃貸住宅 バリアフリー化、緊急時対応サービス等高齢者に対応し

た設計・設備を備え、都道府県知事等の認定を受けた賃貸住宅（平成１２年度から

生活援助員の派遣の対象） 

⑥シルバーハウジング バリアフリー化に対応するとともに、生活指導・相談、安否

確認、緊急時対応等を行う生活援助員が配置された公営住宅等 

⑦コレクティブハウジング 個人の住宅部分とは別に、ダイニングキッチン、リビン

グなど、居住者同士が交流し、支え合う協同の空間を備えた集合住宅 

⑧グループリビング 高齢者が身体機能の低下を補うため、互いに生活を共同化、合

理化して共同で住まう一定の居住形態（定員５～９名） 

⑨知的障害者地域生活援助（グループホーム） 地域において共同生活を営むのに支

障のない知的障害者に対し、共同生活のための住居を提供し、食事の提供相談、そ

の他の日常生活上の援助を行う居住形態（定員４～７名） 

⑩精神障害者グループホーム 共同生活を営むのに支障のない精神障害者が、世話人

のもと４名以上で共同住居で生活し、食事の提供、日常生活の援助、相談などを受

けながら自立生活の助長を図る居住形態 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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【 今後の取組２１ 】障害者・高齢者の地域での雇用促進 

 障害者・高齢者の地域での雇用の場は、次第に増えつつあります。 

 今後も地域での雇用促進を図るＮＰＯ活動の支援や、民間企業等の協力を得て、雇

用の場の確保を図ります。 

 

【 今後の取組２２ 】地域ケアセンター機能の検討 

 例えば、高洲保健センター跡施設と美浜いきいきプラザ、周辺既存施設の連携を高

め、継続的あるいは一時的に、ケアハウス、グループリビング、グループホーム、図

書館、レストラン、野菜の直売店、福祉作業所の製品、手作り品等を売る店舗、風呂

等の機能を持つ「地域ケアセンター」として、様々な人々の集える場の設置を検討し

ます。 

 

【 今後の取組２３ 】在宅医療福祉の充実 

地域で安心して暮らすためには、健康であることと同時に、病気になっても安心し

ていられることが大切です。 

そのためには、往診や訪問診療をする医師を増やすことのほかに、身近な医師と顔

なじみになっておくこと（たとえば、地域で病気予防や急病時の対応についての簡単

な話をしてもらう機会を作り医師を積極的に地域に引っ張り出す）、気軽に相談できる

かかりつけ医を持つようにすることなど、受け手側の努力も必要です。 

また、今後、在宅で過す高齢者・障害者・難病患者などが増えることが予想されま

す。その方々が安心してスムーズに生活できるように、必要な情報（訪問診療や往診

対応の開業医や在宅福祉制度など）が整理され提供されること、障害者が気軽に地域

の医師に看てもらえることなどの課題について関係機関と連携をとり検討します。 

さらに、今後設置される地域包括支援センターを中心に、在宅療養者の抱えるさま

ざまな問題が解決され、介護の担い手の負担も軽減されることが期待されます。 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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施策の方向性（９）居場所、交流の場づくり 

 

【 現状と課題 】 

 現在、地域でのサークル活動などは公民館やコミュニティセンターを中心に行なわ

れています。しかし、利用を希望するサークル・団体の数に対して部屋数が充分でな

く、抽選や先着順で決められており、いろいろな活動を活発に行うことができません。 

また、サークルなど団体組織でないと使用許可が下りない、使用時間や使用目的の

制約がある、場所によっては飲食ができないなど、使い方が限られてしまいます。 

 また、放課後や長期休暇には子どもたちの遊ぶ場所が不足しています。コンビニの

前やマンションの入り口に集まって人に迷惑をかけることもあります。 

雨の日には公園で遊べず、家にいれば虐待まがいのことをしてしまいそうな子育て

中の親もいます。 

外に出かけたいけれど、どこに行く当てもない高齢者や、地域とかかわりを持ちた

いけどなかなか踏み出せない障害者もいるでしょう。 

そんな方たちが自由にふらっと立ち寄れる場（フリースペース）があれば、引きこ

もりがちにならずにすむかもしれません。 

地域には、学校、保育園、幼稚園、マンション・公営住宅や町内自治会の集会所、

空き店舗などいろいろな施設があり、これらの既存施設を居場所、交流の場として使

えるようになると活動の幅や行動範囲が広がります。 

また、現在行われている「老人つどいの家」のように個人の家の一室をお借りし、

さまざまなニーズにあった居場所・交流の場として、気軽に集まれる場を身近なとこ

ろにつくることもできます。 

 地域で暮らす高齢者・障害者それぞれがさらに暮らしやすくするため、地域の人の

理解と心のバリアフリーの推進も求められています。 

そのためには、高齢者や障害者自身が地域へ積極的に出て行くことができ、地域も

それを受け入れお互いに交流できる場を整えることが必要です。 

現在、学校や福祉施設も地域に開かれていく方向に進んでいますが、さらに、開か

れたものになることが期待されます。 

小さい子どものころから、社会にはいろいろな立場・境遇の人がいるということを

自然に知り交流できるコミュニティーをつくっていくことが大切です。 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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・普段、高齢者と同居していなくて、高齢者と子どもの触れ合う機会が少ない。また、 

引きこもりがちになる高齢者が増えている。 

・地域で障害のある子とない子が共に遊び学ぶ機会が少ない。障害に対する理解が進 

まない。 

・地域活動の拠点がない。 

・子どもが安心して遊べる場所がない。 

・いろいろな障害者の福祉施設が美浜区にはない。 

 

 

 

ディアフレンズ美浜での地域交流の取組 

 

・地域交流スペースを地域自治会や地域サークルに無料で提供し、入所者も自由に参

加できる活動を行っている。たとえば、町内自治会総会（入所者も自治会員）、車椅

子ダンス、簡単な手工芸、コンサートなど。 

・中庭のオープンスペースを使って、地域の人に呼びかけて夏祭りをしている。 

・現在約２８０名がボランティア登録をしているが、初心者のために２日間のボラン

ティア講座を開いている。（希望により随時開催） 

 

 

稲毛第二小学校『いのちの森の日』 

 

 〇概要 

  校庭の片隅に作られた学校ビオトープ（いのちの森）を使って月に１回行われる

自然観察を中心にしたイベントで、地域の人との交流になっている。稲浜中学校区

育成委員会と青少年育成相談員、学校の協力で行われている。 

 ○イベントの内容 

  自然観察やビオトープ整備のほかに、季節を取り入れた活動がある。たとえば、

豆まき、ホタル鑑賞会、木の枝や木の実を使ったクラフトづくり、クリスマス会な

ど。その他にも校庭にかまどを作り七草粥やカレー、豚汁などを作ったり、ダンボ

ールで手作りした小屋でコーヒー・お茶など飲み物をサービスする「森のカフェ」

を開いたりして、地域の人と共に楽しんでいる。 

 

 

 

地区フォーラムでの意見

福祉活動の取組事例

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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【 今後の取組２４ 】小中学校の余裕教室・空き教室活用 

 小中学校はだれもが行きやすい場所にあり、調理室、工作室など設備もあるので、

活動の場として利用できることが期待されています。 

地域の人が学校に出入りすることは、子どもとの交流も生まれ、子どもを地域で見

守り育てること、地域の教育力の活用にもつながります。 

しかし、セキュリティー、児童の個人情報の管理や施設改修費用等の問題もあり、

なかなか進まないのが現状です。 

現在、美浜区には１３小学校に５７室、３中学校に１２室の空き教室があります（平

成１６年５月現在）。そのうち６小学校７室を子どもルームや防災備蓄庫として利用し

ています。また、真砂三小、真砂四小では、子どもたちが学校にいる時間帯に、社会

福祉協議会地区部会が空き教室で高齢者が集ういきいきサロンを開催しています。 

このほか千葉市内には若葉区大宮小学校と稲毛区あやめ台小学校で、空き教室を改

修し「いきいきセンター」として利用しています。 

このような事例を参考に、今後、地域の実情に合わせて、その担い手と学校、教育

委員会など関係者で検討を行ない、活用を進めていきます。 

 

【 今後の取組２５ 】フリースペースの確保と運営管理体制の検討 

 自由気ままに集まった人で好きなことをするフリースペースが、身近なところに作

られることが必要とされています。 

子ども・子育て中の家族、高齢者、障害者などそれぞれが独自に集まる場として、

あるいはだれでも参加できる制約のない場として、その対象によっていろいろな形が

考えられます。 

現在、美浜区にはどちらもありません。まず、ニーズを把握し、経験者・当事者と

ともに、設置場所・その運営や管理の方法などを検討していきます。対象者別のもの、

だれでも参加できるものなどいろいろな形のものがあり、自分に合った場を選べるよ

うにすることが大切です。 

 たとえば、障害児や精神障害者のフリースペースとして、まただれでも参加できる

交流の場として、次のようなものが考えられます。 

 

・知的障害児の親と子のフリースペース 

 放課後や長期休暇中など、知的障害児が学校以外に地域で過ごせる居場所がないの

で、自由に気軽に集まれる場・交流の場としてフリースペース設置が望まれています。  

まず、特殊学級や養護学校に通う保護者の方にアンケート調査を実施しニーズを把

握し、家族が何でも話せる会など、小さな集まりから始めて少しずつ広げていきます。 

たとえば、家庭での療育に役立つ道具や遊びを用意して好きなことができる場、ま

た地域の方々との交流の場などへと発展させます。 

運営方法は、障害児家族や子どもが大きくなった先輩家族が協力して行い、ボラン

ティアが支えるという形態などが、考えられます。 

 

 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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・精神障害者が気軽に集えるフリースペース 

 美浜区には精神障害者が気軽に集まる場所がなく、社会に出るきっかけがつかめな

い人が多いので、地域に自由に過ごせ仲間づくりができるフリースペースが必要とさ

れています。 

 当事者とその家族が中心に運営できるよう、地域住民、ボランティア、医師、行政

が連携し、働きかけ（きっかけづくり）・支援を行い、その後の社会復帰にもつながる

ようにします。さらに、そこに集まったメンバーを中心に、共同作業所の設置、ピア

サポート・ピアカウンセリング・ピアヘルパー※など障害者同士が助け合いながら仕

事ができる体制づくりも検討していきます。 

※ピアサポート・ピアカウンセリング・ピアヘルパーなどのピアとは、英語で P eer

「仲間」という意味で、仲間（当事者）同士で対等の立場で行う援助のこと。 

 

・だれでも参加できるフリースペース 

 いわゆる児童館の代わりになるような子どもたちの遊び場として、また、子育て中

の家族の息抜きや情報交換ができる場として、歩いていける身近なところに設置され

ることが望まれます。 

さらに、高齢者や子育て経験者、障害者などいろいろな方が参加することにより、

交流がひろがります。運営管理の方法や担い手についても検討していきます。 

 

【 今後の取組２６ 】町内自治会、公営住宅、民間集合住宅の集会所の活用  

 地域での集会施設が不足していますが、町内自治会や公営住宅、民間集合住宅の集

会所などの中には、充分に活用されず、稼働率の低い施設もあります。 

地域の共有財産として、地域住民が利用できる施設の一覧表を作成するなど有効な

方策を検討します。 

 

【 今後の取組２７ 】空き家、空き店舗を活用したコミュニティスペ－スの提供  

 高齢者が子どもとの交流を通じて社会参加・社会貢献する場や育児サークルなど、

地域コミュニティの形成や世代間交流を促進する事業を実施する場として、近年増加

している空き家等の住宅資源を活用することが考えられます。 

 また、空き店舗を利用して、障害者用のデイサービスを行ったり作業所として利用

することも検討します。 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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施策の方向性（１０）交通手段の充実 

 

【 現状と課題 】 

誰もがいきいきと暮らすためには、行きたい所に何時でも行ける交通手段の充実が

欠かせません。 

ところが、現状は、低床バスの不足、福祉バスや各種移送サービスが少なく、今有

る交通機関を見直し、足りない部分に新しいサービスを導入することが必要です。 

移動制約者の買い物や通院、郵便局、駅、公共施設などと住宅地を結ぶ、限りなく

ドアツードアの生活密着型公共福祉サービスが受けられるようにすることです。 

そのためには、従来路線バスのルートの見直し、バス車体の低床化、福祉バスや各

種移送サービスの導入が緊急の課題となっています。 

千葉県バス協会やタクシー協会では、その必要性は充分認識していますが、自助努

力だけでは対応できないとのことで、公的資金を投入し第３セクター方式かＮＰＯな

どの民間活力を利用する方法の検討も必要です。 

また、隣近所の付き合いや個人的な好意から送迎が行われる場合がありますが、万

一の事故に備えた補償手段が確立されておらず、補償が善意の移送者個人の責任とな

る問題もあります。 

 

【 今後の取組２８ 】福祉バス、低床バス、移送サービスの導入 

 福祉バス、低床バス、移送サービスの導入を検討します。 

福祉バスは、１００円程度の低料金で交通不便地区や住宅地域を、既存のルートと

は違ったルートで、路地から路地を、買物、通院、郵便局、駅、公共施設などきめ細

かく巡回するバリアーフリーのバスのことで、高齢者、障害者などの移動制約者の日

常生活にぜひとも必要なサービスです。 

 従来型の通勤、通学を中心にした路線バスは、利用者が年々減少したことで、巡回

回数が減っており、また、高齢化した利用者には、高床では乗り降りに不便を感ずる

ようになっています。 

 低床バスは、国（国土交通省）の１７年度公共交通移動円滑化事業として、予算化

されていますが、地方公共団体との協調補助を条件としており、なかなか導入が進ま

ない状況です。 

それでも、バス会社の自助努力で毎年少しずつ低床化されていますが、全車両揃う

までには相当時間がかかるものと思われます。又、導入しても一部路面の状況によっ

ては床を擦って使えない路線も出てきます。 

 移送サービスは、路線バスがあっても困難を伴うか、タクシーでは料金負担に問題

がある人への、ドアーツードアの福祉交通手段で、利用者を登録し、割安料金で通院

などを支援する契約型のサービスなどです。 

 介護保険では、２種免許を持つホームヘルパーが車椅子ごと乗れる小型車で通院介

助する場合、場面によっては介護保険の適用が認められますが、運転中は介護保険の

適用がなくあまり普及していません。 

基本方針３ 誰もが暮らしやすい環境づくり 
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基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 

 

新しい福祉文化を創造し、地域での自立生活支援を美浜区を基盤に展開していくた

めには、地域福祉を進めていくための仕組みづくりと主体となる人づくりが必要です。 

 

第１に､介護保険制度や支援費制度等の福祉サービス制度がありますが､こうした

社会制度を市民が主体的に利用できる仕組みになっているか、主体的に利用するため

にはどのような課題があるか､明確にし、取組んでいくことが重要です。 

また、新制度として障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障

害者自立支援給付法が成立しました。 

こうした制度の方向性を見据えながら、市民が主体的にサービスを選べるような仕

組みづくりにしていく必要があります。 

地域福祉計画と併行して計画づくりが進められている高齢者保健福祉推進計画、障

害者保健福祉推進計画等との連携が大切です。 

 

第２に､法制度は対象者及びサービスの範囲が限定されますが、私達の暮らしはト

ータルなものです。暮らしが分断されないために、上記の取り組みと同時に､ボランテ

ィア活動などのインフォーマルサポート※が必要であり、それに参加する人々の主体

づくりと効果的な活動の場が必要です。千葉市社会福祉協議会が策定する地域福祉活

動計画と地域福祉計画の連携が重要です。 

※家族、友人、親戚、近隣の人、セルプヘルプグループにより提供される個別のニー

ズに合わせた固有の援助 

 

第３に､暮らしを確立するには、保健・医療・福祉の連携が不可欠です。 

美浜区にはその機能を発揮する施設があり、従事する人々とそれに関係する団体が

ありますが、ネットワークが十分ではありません。 

既存の資源を生かすためのネットワークを構築することができれば、より安心して

暮らせる美浜区づくりに大きく前進することが出来ます。また、足りない資源があれ

ば充足させるための施策を求めていくことが必要です。資源を生かし生み育てるため

の主体形成が大切です。 

 

第４に、上記を取り組むには、市民の社会福祉への理解と関心を深め、活動に参加

する力を養う福祉教育や社会福祉に関する学習活動が重要になります。地域福祉の主

体形成という考え方が重要になります。 

 

第５に、新しい公民の協働関係の課題です。美浜区での地域福祉計画を推進するた

めには､行政･社会福祉事業者・市民が連携できるようシステム面とともに、財政面か

らも､運営管理面からも検討が必要です。公と民の信頼関係を作り上げると共に､市民

の暮らしに目線を据えた協働が不可欠です。 

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 
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施策の方向性（１１）社会福祉協議会の機能強化 

 

【 現状と課題 】 

社会福祉法では、社会福祉協議会を地域福祉推進の中核的な役割を果たす団体とし

て位置づけています。 

社会福祉協議会は、地域住民をはじめ、様々な地域の関係団体のほか、自治体や社

会福祉事業者など幅広い地域福祉関係者を構成員とし、市民主体による福祉活動への

支援やボランティア活動の推進、福祉教育、まちづくり等に公共的な立場から取り組

んでいます。 

本格的な地域福祉の推進の時代にあって、地域福祉活動計画の策定に取り組み、地

域住民の福祉の関心や意識を高め、態度の変容を図るとともに、地域住民や諸団体の

協力や参加、協働による多様な福祉活動やサービスの推進を図ることが地域福祉推進

の中核的団体としての大きな期待が寄せられています。 

 

 

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会の概要（平成 17 年 3月 31 日現在） 

 

・創立／昭和 27年 2月 5 日 法人認可／昭和 42 年 3 月 27 日 

・会員口数／177,204 口 

住民会員 176,165 口 特別会員 824 口  賛助会員 215 口  

・理事定数／16名 監事定数／2名 評議員定数／35 名 

・地区部会／57地区 福祉活動推進員／314 名 

・訪問介護員等 派遣／2名 嘱託／28名 非常勤／ 230 名  

・ボランティアセンター（登録ボランティア数） 

  登録ボランティア総数／10,315 名 個人／3,886 名 

  グループ／6,429 名 (167 グループ)  

・心配ごと相談所 所長／ 1 名 相談員／ 10 名  

・ちばし権利擁護センター 専門員／ 2名 生活支援員／ 26 名  

・児童福祉センター／6か所 

・老人センター／1 か所 

・延長保育／59施設（市立保育所） 保育従事者／ 223 名  

・放課後児童健全育成／89 施設 指導員等／ 499 名  

・事務局職員／72 名 

 

 

 

 

 

 

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 
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・市民による高齢者向け福祉サービスについて、資金力がなく困っている。社会福祉 

協議会からの財政的支援が欲しい。 

・これからの担い手として頑張って欲しい。 

・社協と地区社協の連携が充分とれていない。 

 

 

【 今後の取組２９ 】地域福祉権利擁護事業の充実 

地域福祉権利擁護事業は、介護保険制度や支援費制度など、福祉サービスが措置制

度から利用者が選択・契約して利用する制度に移行する中で、判断能力が十分でない

ため、ひとりでは日常の金銭管理や福祉サービスを選択して利用することができない

高齢者や、知的・精神障害者の方で家族等による支援が困難な場合に生活支援員を派

遣して自立した生活を送れるよう支援するものです。 

本市では、千葉市社会福祉協議会の「ちばし権利擁護センター」でこの事業を実施

しています。 

平成 1 6 年度の実績は、相談延べ件数２、０１２件、利用者は３５人（内美浜区４

人）となっています。 

相談者のほとんどが高齢者であり、今後、急速に高齢化が進む中で、その利用者の

増加が見込まれることから、職員を含めた実施体制の整備充実が必要です。 

なお、問題点としては､地域福祉権利擁護事業の内容が市民に浸透していないこと､

利用料金が生活保護受給者は無料ですが､1 回あたり千円余の負担が必要なこと､地域

生活が継続できなくなると利用できないこと､この制度を必要とする方は､地域におけ

るサポートが必要にも関わらずその支援策が不十分であることなどがあります。 

 

【 今後の取組３０ 】成年後見制度の利用支援 

認知症高齢者、知的障害、精神障害など、判断能力が不十分になった人が損害や被

害を受けるのを防ぎ、その権利を保護するため本人の判断能力に応じて法律行為や、

財産管理を目的とした制度ですが、裁判所への申請件数は、まだ少なく、制度の周知

と普及促進を図ります。 

地区フォーラムでの意見

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 

 



 40 

施策の方向性（１２）災害時における要援護者の避難支援 

 

【 現状と課題 】 

 昨年、日本各地で台風による水害が発生しています。また、新潟・中越地震にみら

れるように地震災害が相次ぎました。 

日本は、これまで多くの災害に遭遇してきましたが、障害者団体からの要望を組み

入れ、成果ある事例を生み出すということには至っていません。 

また、災害時に情報をどのように提供するのか、安否確認や避難誘導は誰がどのよ

うに行うのか、避難所での生活は誰がサポートするのか、避難所のルールが理解でき

ない人たちや生活習慣の違いに馴染めずに気持ちが、不安定になる人へのサポートは

どのように行うのかなどについては明確になっていません。 

美浜区は埋立地にできた街であるだけに、災害時の対策が特に重要であり、情報保

障や避難対策に特段の手だてが求められる障害者から不安の声と要望が多く聞かれま

す。 

 

 

 

 

 

・地域から孤立した高齢者は、孤独感や不安感が強くなる。緊急事態に援助が受けら 

れない可能性がある。 

・災害時に、障害者、高齢者およびその介護者が避難するには、手助けが必要、 

また、どこに住んでいる人が対象かが事前にわからないと対応が難しい。 

 

 

【 今後の取組３１ 】障害者・要介護者の避難訓練の実施及び避難場所の体制作り 

 災害が発生した場合、安全な場所への避難行動や避難場所での生活において大きな

困難が生じ、周りの人の手助けを必要とする人たちがいます。 

そのような「災害弱者」と言われている人たちから、災害が起きた時どのようなサ

ポートが必要か申し出を受け、必要なサポート毎に、地域の中で支援者とその役割分

担を事前に決めておきます。 

防災訓練の時に申し出の内容にあったサポートが確実に実行できるよう、自主防災

組織の協力により、以下の様な支援者の訓練を同時に行うようにします。 

(1 )いつも誰でも見守り合い、助け合える体制づくり 

(2 )停電などによってエレベーターが停止した場合、車椅子の要介護者を高層階か 

 ら降ろす訓練の実施 

(3 )障害者、要介護者、支援者を避難場所に誘導する訓練の実施（平日の昼間時は 

中学生の協力が必要） 

また、そのような人の中には避難所生活を送るうえで、障害の種類により特別な配慮

地区フォーラムでの意見
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を必要な人がいることが考えられるので、その点についても、ボランティアの人たち

も含めて、支援する人が正しい知識を持つための避難所マニュアルの作成や研修の実

施を検討します。 

 

【 今後の取組３２ 】災害発生時の介護サービス事業者による要介護者、要支援者の

安否確認、障害者の通所施設事業者による障害者の安否確認 

介護サービス事業者は日頃の活動の中で、要介護者、要支援者の居住状況や生活状

態を、通所施設事業者は施設を利用する障害者の状況を把握しており、災害発生時に

は、安否確認など生命に関わる有効な手段を実施することが可能です。 

このため、介護サービス事業者等と災害発生時における安否確認の協定の制度化を

検討します。 

 

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 
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施策の方向性（１３）「福祉意識の醸成」・「人権意識の確立」 

 

【 現状と課題 】 

一人暮らし高齢者や障害児・者が地域で生活していくためには、何よりも地域住民

の理解が必要です。 

しかし、点字ブロックの上に自転車が停めてあったり、身体障害者用の駐車場に一

般の車が停めてあったりします。 

また、障害者に対して「こわい」といった間違ったイメージを持った人もいます。 

これらは、障害や障害児・者について、またその人たちを支援する設備について、

正しい知識を住民が持っていないために生じています。 

小中学校では、総合的学習の時間を活用して障害者とのふれあいを深め、理解と福

祉意識を高める取り組みを行うところが増えてきました。 

しかし、大人たちにとっては、こうしたことを学ぶ機会が充分にあるとは言えない

状況にあります。 

障害の正しい理解、排除されやすい人との共感を持てる社会をつくる必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

・一部の障害をもった方が、早朝にゴミ出しをしている。障害の姿を見られたくない 

という意識が働いている。 

・精神障害者のグループホーム、作業所等施設を作る時、迷惑施設として反対される。 

・自閉症の子どもを持つお母さんが「子どもがバス中で騒いだりすると乗客の多くが 

振り返るので、その視線がつらい。そのため、後部座席でなく前部席に座るように 

している。」これはひとつの事例だが、もっと障害に対する理解を深めて、心のバリ 

アを無くして欲しい。 

 

 

【 今後の取組３３ 】障害を持つ人があたりまえに暮らすことの保障 

バリアフリー化を促進するために交通バリアフリー法が平成１２年４月１日施行さ

れました。 

障害者の活動の場を広げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々

な政策手段を組み合わせ、道路、駅、建築等生活環境面での物理的なバリアの解消に

積極的に取り組むことを目的としています。 

本市では、だれもが安全・安心に通行できるよう歩道の段差解消や視覚障害者誘導

用ブロックの設置などを推進します。 

 

地区フォーラムでの意見
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【 今後の取組３４ 】高齢者・児童虐待予防 

児童虐待については、家族に対する啓蒙活動や相談員の専門能力の向上などの対応

が考えられます。 

①ネグレクトなどの虐待問題の周知を図るポスターを作成する。 

②相談員等権限を持つ人の資質の向上、充実 

・施設入所の是非など判断能力の向上 

・話をよく聞いてくれる行政の担当者を見つける。 

③親へのセミナー、講演会等を実施する。 

④母子手帳交付時、健診時の指導強化 

⑤地域での取り組みにより社会全体の子どもとして育てる環境づくりをする。 

 

高齢者・児童の虐待に介入する福祉職には、団体の倫理綱領を守って実践すること

が求められます。 

①豊富な専門知識をもつこと 

②厳しい倫理性が求められることを自覚していること 

③具体的な援助技術を実践する力量 

④自己の感情をコントロールし、自省的姿勢で自身の実践を振り返ることができるこ

と 

⑤他機関との連絡調整、対象者の家族との関係調整、同僚たちとのチームワーク能力 

⑥福祉政策全般に関する意見の所有と必要な場合、政策提言能力 

⑦諸課題を持った利用者が好きであること 

 

【 今後の取組３５ 】福祉教育の充実 

(1 )地域の福祉に関わる人々と福祉拠点から学ぶ福祉教育の充実 

 人間は、様々な体験を通し実感することでやさしさや思いやり、そして、人間愛が

育まれます。そこで、地域に住む福祉課題を持った当事者や家族、支援者と交流する

こと、地域の福祉拠点でボランティア、職場体験をすることで、社会問題への関心を

高め、地域社会の一構成員として社会づくりに参加する意義を深めます。 

 

(2 )学校での福祉教育の充実 

現在、総合的学習の一貫として小中、高等学校で福祉に関する学習が実施されてい

ます。 

しかし、社協ボランティアセンターによるボランティア指定校等の一部の学校のみ

が実施されているのが現状です。学習の視点も「ボランティアをする」という援助を

行なう側からの一方向的なアプローチに留まる場合が多いようです。 

全ての学校を対象に「共に生きる」という対等な立場からのノーマライゼーション

を基本とした福祉教育が必要です。地域に住む福祉課題をもつ当事者や福祉活動に関

わる人々を中心として、指導を実施することは、生きた情報や知識を子どもたちに伝

えることができます。 

また、福祉学習が授業時間だけに終わらず、福祉の拠点や活動に子どもたちが日常

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 
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的に関われる場が地域に存在することが求められます。 

 

(3 )福祉人材に対する資質向上を目指した研修 

現在、福祉の現場で活動している人材（有償無償を問わず）の資質の向上のための

研修が必要です。福祉に関する知識や技術を深めると共に、様々な場面に直面した時

に考え、対処できる問題解決能力の養成や人権尊重の理念を身につけることが求めら

れます。 

 

(4 )福祉啓発のための取り組み 

福祉への理解を進めるために一般への福祉入門講座や学校の教職員、消防、警察、

医療機関を始めとする他の職業分野の人々に対し研修を実施し、偏見や無理解の解消

に努め、ハンデを持つ人に対するより良い接し方を伝えます。 

 

【 今後の取組３６ 】プライバシーを尊重した福祉活動の推進 

誰でも「人に知られたくない、人が知る必要の無い自分だけの世界」があります。

それがプライバシーです。 

しかし、福祉課題をもつ人々は援助を受ける過程や必要によって私生活を他者に見

られてしまう機会が多くあります。それは健康状態や経済的状況等、誰もが守秘義務

と理解しているものだけではなく、日常生活の様々な場面の何気ないことでも、知ら

れたくないこと、知られたことに対してあらためて触れられたくはないことがありま

す。 

その感覚があることこそが、人が人として自立し尊厳を持っていることの証しなの

です。 

やむを得ず個人のプライバシーを垣間見た人はそれを秘守する責任があります。プ

ライバシーが守られなくては安心して福祉サービスやボランティアを受けることはで

きず、必要な援助を拒否してしまう場合もありえます。 

プライバシーの保護に配慮した福祉活動の推進は、人権を尊重した質の高い援助の

ための要件の一つです。 

福祉活動を行なう際の個人情報の漏えいを防ぎながら、福祉課題を持つ人々の情報

を適切に管理し、活用する仕組みを構築すると共に福祉人材養成の中でプライバシー

に関する講義等を行なうことも必要となります。 

なお、平成１７年４月から、個人情報保護法が施行されました。同法の目的は「個

人情報の有効利用」と「個人情報の保護」にあります。 

個人情報の取り扱いに関しては、支援に関わる従事者の人権意識の向上と守秘義務

の遵守のほか情報整理のシステムと責任体制を明確にし、その取り扱いに十分留意し

ます。 

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 
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施策の方向性（１４）ボランティアセンターの機能強化 

 

【 現状と課題 】 

現在、千葉市ボランティアセンターはハーモニープラザの中にありますが、平成１

９年度に美浜区保健福祉センター（仮称）がオープンすると、そこに美浜区ボランテ

ィアセンターが設置されます。 

個人がボランティアを求めている場合は急な場合が多く、地域での細かなボランテ

ィアニーズに迅速に対応することが期待されています。 

ボランティア活動の特徴としては、高齢者を対象とするものが多く、単発的なボラ

ンティアでなく長期的に継続した活動が求められています。 

要援助高齢者の増加に対応するため、持続的、継続的にボランティアを新しく大量

に育成する必要があります。 

また、活動の内容に介護技術等の専門性が要求され、専門的な研修や教育が必要と

なります。 

また、ボランティアサービスを提供する側とサービスを受ける側が対等の関係を持

ちづらいことが問題としてあり、今後は「共に支え合い助け合う」ボランティアを目

指し高齢者や障害者も参加しやすい環境をつくる必要があります。 

 

ボランティア活動は、次の４原則に基づき行われています。 

 

 

ボランティア活動４原則 

１ 自主性・主体性 

他から強制されたり、義務としておしつけられたりするものではありません。個 

人の意志に基づいて行う活動です。 

２ 無償性・非営利性 

金銭による報酬を期待して行うものではありません。活動への参加によってお金 

では得られない出会いや、喜び、感動をえることができる活動です。 

３ 社会性・連帯性 

特定の個人・団体の利益、特定の思想・宗教のために行われるものではなく、そ 

の成果が広く人々や社会に利益をもたらし、誰もがいきいきと豊かに暮らしてい 

けるように、お互いに支え合い、学びあう活動です。 

４ 先駆性・創造性 

現状に甘んじることなく、常に拓かれた視点から活動を見直し、今、何が必要と 

されているのかを考えながら、よりよい社会を市民の手で創る活動です。 
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●千葉市ボランティアセンターと千葉市ボランティア連絡協議会との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア連絡協議会の活動内容は、 

施設支援、食事サービス、訪問活動、介護、点訳、手話、要約筆記、朗読、環境保

全、リサイクル活動、人権・平和啓発活動、国際交流・在日外国人支援、寄付活動、

指導、地域活動、障害者スポーツ支援、保育、病院ボランティア、電話相談、演奏等

による活動、清掃活動、地域緑化活動、その他の２１部門に分かれて、市・県全域に

て活動しています。 

 

 

 

 

 

・病院に手話通訳のボランティアがいない。 

・男性と若年層のボランティア活動参加が少ない。 

 

地区フォーラムでの意見
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千葉市社会福祉協議会

ボランティアグループ

千葉市ボランティア
連絡協議会

千葉市ボランティアセンター
ボランティア連協事務局

①登録

①情報提供
②各種講座、イベント紹介
③各種支援

①年会費２千円
②各専門部会所属

①情報提供
②学習、研修
③相互交流

千葉市ボランティアセンター
登録者数（Ｈ１７、３月末）

グループ登録6,429人
　　　　　　　　(167グループ）

個人登録　　3,886人



 47 

 

 

市立海浜病院では、平成 8 年から地域住民によるボランティア活動が行われ活動が

定着しています。 

 

名 称：ボランティアみはま 

目 的：無償を原則に社会福祉の発展に寄与する 

組 織：高洲保健センター主催「ヘルス・ボランティア」教室修了者により構成 

会 費：2 0 0 円／月 

会員数：平成１６年３月現在 5 0 名 

病院内での活動内容 

 ・総合案内（受付ホール）・おしぼり作成（入院患者身体清拭用） 

 ・医療機材修理・点検（器具・機器等の点検と小修理）、ベッドメーキング 

 ・クリスマス行事（手品・バンド演奏等） 

延べ活動人員（平成 1 6 年度 8 8 0 名／年） 

 

 

 

【 今後の取組３７ 】美浜区ボランティアセンターの機能の充実 

近隣住民同士のボランティア活動は、交通費、移動時間がかからない、地域の実態

をよく知っているなどのメリットがあります。 

また、今後は、電球の交換、買い物の付き添いなど、日常生活型ボランティアの需

要も見込めます。 

このため、美浜区保健福祉センター（仮称）の整備に合わせてボランティアセンタ

ーを設置し、地域に密着した極め細かなボランティア活動を推進します。 

 

【 今後の取組３８ 】ボランティアリーダーの養成 

 ボランティア活動を充実させるため、専門研修の実施などリーダーの養成に努めま

す。 

 リーダーには、ボランティア活動を円滑に進めるためのコーディネート、ボランテ

ィア活動中に発生するトラブル等への対応、関係団体との連絡調整などが期待されま

す。 

福祉活動の取組事例

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 
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施策の方向性（１５）総合的な福祉施策の推進 

 

【 現状と課題 】 

 千葉市では、高齢者保健福祉推進計画や障害者保健福祉推進計画、次世代育成支援

行動計画、さらには交通バリアフリー基本構想などを策定し、これまで福祉施策を推

進してきました｡ 

また、1 8 年度からは新たに高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）、障害者

計画、千葉市社会福祉協議会の第３次地域福祉活動計画がスタートします。 

 しかし、各計画･基本構想は統合的・効率的に協働して推進するという点で弱さを持

っているとともに、市単位の計画であるため、地域からは見えづらい状況にあります｡ 

 

【 今後の取組３９ 】市民参加条例制定と条例に基づく各種施策の推進 

 高齢者や障害者をはじめとするすべての市民が安心して、地域で住み続けることが

できるようなシステムとネットワークの構築が必要です｡そのためには、個別の計画・

構想が総合的に推進されること、住環境の整備を図ること、外出支援のための交通施

策が確立されることが必要です｡ 

 そのためには、何よりも市民が住んでいる地域の問題として福祉施策等の現状と課

題を把握することが重要です｡ 

 以上のことを担保するために、新たに市民参加条例を制定するとともに条例に基づ

き市民参加による各種施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針４ 福祉を支える仕組みづくり人づくり 

 

●各種計画の計画期間

開始 終了

地域福祉計画 保健福祉総務課 平成１８年度 平成２２年度

新世紀ちば健康プラン 健康企画課 １４ ２２

保健医療計画 健康企画課 １８ ２２

夢はぐくむ　ちば　子どもプラン 子ども家庭福祉課 １７ ２１

ひとり親家庭あんしんプラン 子育て支援課 １７ ２１

高齢者保健福祉推進計画
（介護保険事業計画） 高齢福祉課 １８ ２０

千葉市障害者計画 障害保健福祉課 １８ ２２

千葉市障害福祉計画 障害保健福祉課 １８ ２０

地域福祉活動計画
第3次実施計画

千葉市社会福祉協議会 １８ ２２

計画の名称 所管課
計画期間
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 ３－１ 美浜区地域福祉計画推進協議会の設置 

  

 美浜区地域福祉計画は、美浜区で暮らす全ての人が家庭や地域の中で、その人らし

く自立し、安心して生活できるように支援していくことを目的として、地域住民・地

域活動団体・行政・ボランティア・ＮＰＯ・事業者等が共に支え合い、生活上のさま

ざまな課題を解決するための方策を総合的・計画的に推進するために定めるものです。 

同協議会は、区計画に関する情報の「プラットフォーム」として、情報交換により

計画に基づく取組の成果を共有しながら、課題の把握や今後の取組についての議論を

行うほか、関係者間の連絡調整を行います。 

(1 ) 区の地域福祉計画に関する広報 

(2 ) 地域福祉の活動団体間の情報交換、連絡調整 

(3 ) 区の地域福祉計画の取組状況の把握 

(4 ) 行政機関や社会福祉協議会との連絡調整 

委員は、地域住民（公募）、町内自治会、民生委員・児童委員、社協地区部会、老人

クラブ、ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉事業者、学校関係者などから幅広く選

定します。 

 

３－２ 地域福祉活動計画との連携による地域福祉の推進 

 

社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は、地域住民や各種団体が主体的に策

定する民間の活動・行動計画です。 

地域福祉計画とともに地域福祉の推進を目指すもので、策定にあたっては、内容を

一部共有したり、相互に計画の実現を支援するための施策を盛り込むなど連携を図り

ました。 

計画の実施にあたっても、十分な連携をとり地域福祉を推進します。 

 

 

社会福祉協議会 地域福祉活動計画 第３次実施計画（平成１８～２２年度） 

 

基本理念  共に手を携える福祉社会の実現 

 

基本目標１ 福祉コミュニティを支える“こころづくり” 

基本目標２ 小地域福祉活動を基盤とした地域福祉のしくみづくり 

基本目標３ 安心して暮らすための多様なサービスの提供 

基本目標４ 住民参加・主体による活動の促進 

基本目標５ 市民に顔の見える社会福祉協議会をめざして 

 

Ⅲ章 計画の推進体制について 
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４－１ 地区フォーラム・区策定委員会の開催 

 

地域福祉計画はその策定過程が重要であると言われています。 

地域の独自性や主体性を尊重し、また、福祉サービス利用者の視点を取り入

れるには、市民主体の計画づくりが必要です。 

市民の価値観、生活様式は多様化し、福祉サービスの提供者は行政だけでな

く一人ひとりの市民が福祉の担い手となる時代へと変わりつつあります。 

このため、平成１６年４月に４つの地区フォーラムを設置し、６３名の委員

により、毎月、地区フォーラムを開催し、身近な問題から課題を設定し、その解

決策の検討を行ないました。 

委員構成は、地域福祉推進の担い手となる地域住民の参加が不可欠であるこ

と、また、福祉分野の横断的な取り組みが必要であることから、要支援者を含む

地域住民、社会福祉協議会地区部会、民生委員児童委員協議会等の社会福祉活動

を行う者、社会福祉を目的とする事業を経営する者など、幅広い分野から参加し

ています。 

 

平成１６年 ４月     地区フォーラム ・計画の位置づけや進め方の確認 

５月     地区フォーラム 

・身近な問題を発表し、委員全体で問題を共有化 

６月     地区フォーラム 

・問題をグループ化し、生活課題として設定 

７月１７日  第１回美浜区地域福祉計画策定委員会 

・各地区フォーラムの取り組み内容を発表 

８月～９月  地区フォーラム ・解決策の検討 

１０月１７日  合同フォーラム 

 ・各地区フォーラムの検討内容を報告 

１１月～１２月 地区フォーラム ・解決策の検討 

 

平成１７年 １月～3 月  地区フォーラム ・解決策の検討 

５月２１日  第２回美浜区地域福祉計画策定委員会 

6 月２５日  合同フォーラム 

８月２０日  第３回美浜区地域福祉計画策定委員会 

９月３０日  第４回美浜区地域福祉計画拡大策定委員会 

     １０月 ８日  合同フォーラム 

１０月２２日  第５回美浜区地域福祉計画策定委員会 

１２月１５日  パブリックコメントの実施 

 

平成１８年 １月１８日  第６回美浜区地域福祉計画策定委員会 

Ⅳ章 計画策定への取組 
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地区フォーラム 身近な問題を分類し課題として設定し、その解決策を検討 

区策定委員会 各フォーラムから検討内容の報告 

合同フォーラム 地域福祉計画策定の市民への周知 作業部会 各フォーラムの検討結果から素案作成 

Ⅳ章 計画策定への取組 
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４－２ 地区フォーラム委員一覧表 

所属団体名等
(平成１６年３月時点） 区策定委員会 

1 飯尾
いいお

　寛吾
かんご 千葉市社会福祉協議会幸町2丁目地区部会

2 石本
いしもと

　彰
あきら 美浜区町内自治会連絡協議会 区策定委員

3 江本
えもと

　素子
もと こ 心身障害者ワークホーム　さいわい 区策定委員

4 大宮
おおみや

　明子
あきこ ファミリー･サポート・センター

5 小野
お の

　昭光
あきみつ 千葉市身体障害者福祉団体連合会 区策定委員

6 桑原
くわばら

　啓輔
けいほ 千葉市社会福祉協議会幸町1丁目地区部会 区策定委員

7 近藤
こんどう

　照彰
てるあき 千葉市老人クラブ連合会

8 齋藤
さいとう

　全右
ぜんすけ 公募

9 酒井
さかい

　雪子
ゆきこ 千葉市ボランティア連絡協議会

10 佐 木々
さ さ き

　愛佳
あいか 公募 区策定委員

11 佐 木々
さ さ き

　貞子
さだこ 公募

12 鈴木
すずき

　幽香子
ゆ か こ 株式会社　ケアグリーン 区策定委員

13 常川
つねかわ

　惠子
けいこ 千葉市民生委員児童委員協議会

14 山口
やまぐち

　邦恵
く にえ 千葉市肢体不自由児者父母の会

15 百合
ゆ り

田
た

　則通
のりみち 公募

1 安保
あんぼ

　祐幸
ゆうこう 公募 区策定委員

2 池田
いけだ

　孝子
たかこ 千葉市民生委員児童委員協議会

3 植原
うえはら

　二三恵
ふ み え 千葉市身体障害者福祉団体連合会 区策定委員

4 江
え

國
くに

　みち子
こ 心身障害者ワークホーム　コスモス

5 遠藤
えんどう

　玲子
れいこ 公募

6 岡崎
おかざき

　安子
やすこ にとな会

7 小椋
おぐら

　政子
まさこ 千葉市ボランティア連絡協議会 区策定副委員長

8 川西
かわにし

　弘靖
ひろやす 千葉市社会福祉協議会高洲高浜地区部会

9 瀧上
たきがみ

　知子
と もこ 千葉市手をつなぐ育成会

10 田中
たなか

　素
そ

乃
の

子
こ 公募

11 続
つづき

　幸子
さ ちこ コープ生活クラブ千葉介護ステーション　すくらむ 区策定委員

12 長倉
ながくら

　祐作
ゆうさく 美浜区町内自治会連絡協議会 区策定委員

13 二宮
にのみや

　紀武
のりたけ 公募

14 長谷川
はせがわ

　深雪
みゆき 特別養護老人ホーム　みはま苑 区策定委員

15 御園
みその

　達雄
たつお 千葉市社会福祉協議会稲毛海岸地区部会

16 吉江
よしえ

　規隆
のりたか 若梅保育園

委員氏名

幸
町
地
区
フ
ォ
ー

ラ
ム

稲
毛
海
岸
・
高
洲
・
高
浜
地
区
フ
ォ
ー

ラ
ム

Ⅳ章 計画策定への取組 
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所属団体名等
(平成１６年３月時点） 区策定委員

1 阿部
あ べ

　明子
あきこ 千葉市自閉症児者親の会

2 飯野
いいの

　勝衛
かつえ 公募 区策定委員

3 北
きた

　和子
かずこ 千葉市ボランティア連絡協議会

4 北
きた

　昌司
ま さじ コミュニティケア研究所 区策定委員長

5 熊谷
くまがい

　利枝子
り え こ 公募

6 佐藤
さ と う

　一夫
かずお 千葉市身体障害者福祉団体連合会 区策定委員

7 嶋田
しまだ

　豊
ゆたか 千葉市民生委員児童委員協議会

8 鈴木
すずき

　民
たみ

枝
え にとな会

9 高橋
たかはし

　孝介
こうすけ 美浜区町内自治会連絡協議会 区策定委員

10 冨田
とみた

　美佐子
み さ こ 公募

11 中村
なかむら

　政子
まさこ 身体障害者療護施設　ディアフレンズ美浜

12 成田
なりた

　英雄
ひでお 千葉市社会福祉協議会真砂地区部会

13 野中
のなか

　武彦
たけひこ たすけあい美浜

14 藤井
ふじい

　威
いちろう

郎 チューリップ保育園 区策定委員

15 別所
べっしょ

　康宏
やすひろ 千葉市社会福祉協議会磯辺地区部会

16 本多
ほんだ

　昭二
しょうじ 千葉市老人クラブ連合会

17 松本
まつもと

　巌
いわお 公募

18 矢野
や の

　尤子
ゆうこ 身体障害者小規模通所施設　ｊｏｙ

1 相澤
あいざわ

　富代
とみよ 公募 区策定委員

2 池田
いけだ

　照子
てるこ 千葉市身体障害者福祉団体連合会

3 石井
いしい

　恭子
きょうこ 千葉市肢体不自由児者父母の会 区策定委員

4 内田
うちだ

　圭二
けいじ 千葉市老人クラブ連合会

5 小川
おがわ

　裕二
ゆうじ 千葉市ボランティア連絡協議会 区策定委員

6 角
かく

幡
はた

　玲子
れいこ 千葉市民生委員児童委員協議会 区策定委員

7 菅野
かんの

　熊三
くまぞう 千葉市社会福祉協議会幕張西地区部会

8 城戸
き ど

　淳子
じゅんこ ファミリー･サポート・センター会員

9 下平　良子
しもだいら よしこ 公募

10 田原
たはら

　明
あきら 美浜区町内自治会連絡協議会 区策定委員

11 畑佐
はたさ

　健二郎
けんじろう 打瀬保育園 区策定委員

12 村上
むらかみ

　隆
たかし

堂 公募

※幸町及び幕張西・打瀬地区フォ－ラムには小・中学校長が輪番で参加した。

委員氏名

真
砂
・
磯
辺
地
区
フ
ォ
ー

ラ
ム

幕
張
西
・
打
瀬
地
区
フ
ォ
ー

ラ
ム

Ⅳ章 計画策定への取組 
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４－３ パブリックコメントの実施 

 

 

パブリックコメントとは、市の重要な施策の意思決定の過程において、施策の案を公表

し、市民から意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して施策の決定を行うととも

に、その意見に対する市の考え方を公表する手続をいいます。  

パブリックコメントを行うことで、重要な施策の意思決定の過程における公正の確保と

透明性の向上が図られるとともに、市民の皆様との協働の機会が拡大されると考えます。 

１ 意見募集期間  平成１７年１２月１５日から平成１８年１月１６日まで 

２ 周知方法 

 ア 市政だより、ホームページに記事掲載 

イ 記者発表、記事掲載（読売、ちば日報） 

 ウ 関係団体へのお知らせ 

３ 募集方法  郵送、ファクシミリ、電子メール及び持参による方法 

４ 募集結果  ア 提出者数 ５１人  イ 意見総数 約２００件（未確定） 

 

主な意見  

○計画の推進（組織、人材育成、スケジュール） 

・区の地域福祉計画推進協議会（仮称）の構成委員の公募とその運営の公開（提案） 

・誰が実行の担い手になるか、最大の懸案事項だ。今回の計画の基本理念である自助、

共助、公助を理解している住民は少ないと思われる。今後、実行される仕組み作り

をしっかり行うことを求める。 

・自助、共助、公助とあるが連携をとらなければいけないことが多いと思う。連携に

ついてどこがコーディネートをするか示して欲しい。 

・地域の連携をだれがコーディネートするのか。 

・推進協議会が実効性のある活動を担えるような工夫が必要。ＮＰＯなどと地域をつ

なぐコーディネートの役割を誰が担うのかわからない。 

・地域住民の参加を実現させるために、今後、様々な知恵を出すことが必要。そのひ

とつとしてボランティアの育成について、「公助」が必要である。 

・重点事業とその実施スケジュールが示されるともっと実感がわく。 

・優先順位を確定してから始めた方が、効率的だ。 

・年度ごとの実施スケジュールがなければ、構想どまりになる。 

・まずモデル地区などで検証しながら、他地区に広げるような方法も一案。 

・取組みのための課題をまず解決することで、すみやかに事が進むのではないか。 

・中学校区ごとに地域の常設の拠点づくりと地域福祉に熱意のある経験豊かなコーデ

ィネーターが求められる。 

・地域のＮＰＯやグループを積極的に活用するしくみを考えて欲しい。 

 

Ⅳ章 計画策定への取組 
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・実現性が不透明。町内自治会もボランティア組織も弱い組織です。現在の仕事に加

えて、これより多くの仕事が持ち込まれた場合、それを実行する余力がない。 

・小学校学区ぐらいの小さな地域単位のまちづくり会議が必要、会議には誰でも参加

でき、地域担当の行政職員も入り、住民の声を各担当部署に届けるパイプ役になる。 

・千葉市や各区の計画で、総花的になっていて、どの項目を優先すべきかが不明確。 

○ 広報・ＰＲについて 

・計画の簡易版をつくり、自治会などで考え方の理解と協力を得てはどうか。 

・実行の主体となる地域住民への計画の周知はどのようにされるのか？まずは自治

会・町内会単位の、きめの細かい説明会など必要です。 

・社協地区部会や町内自治会、民生委員への事前説明はどの程度進んでいるのか。 

・計画の実行が個々に任せられるのであれば、地域に対する当計画の周知徹底が最も

必要とされる。 

・地域福祉計画の普及は紙ではなくて、講演会や演劇会などが効果的である。 

○公助の役割、予算等について 

・計画の取り組みをどのように具体化していくのかを計画上に盛り込むべきではない

か。市は何をしてくれるのか？やはり行き着くところは「お金」なのではないか。 

・公助は行政、共助は地域ボランティアと言う考え方では、地域福祉の充実発展は望

めない。予算が無くなってきたので、ボランティア主体の「地域福祉」では寂しい。

現在の仕組みを、共助を積極的に支援できる予算のあり方に移行することが必要。 

・行政は社協に丸投げをするのではなく、指導的な役割を担い、区に予算をつけるこ

とが必要だ。 

・実践に向けての予算配分がされなければ、効果をあげられません。数値目標をあげ、

進捗状況をみていく必要がある。 

・市、各区、地域内組織。この３者の具体的な役割分担の提示と社会整備資金、活動

支援金等の有無、規模が明示されるべきです。それらを見て、市民としてどの部分

を協力できるのか、或いは次期へ繰延すべきか否か等の判断も容易になる。 

○ その他 

・ なぜ防災、防犯等を含めたまちづくりが地域福祉の中で取り扱われるのか。一見ま

ちづくりは福祉分野以外で担当されるものと見なされているのではないでしょう

か。 

・ 最近子どもをねらった凶悪事件が全国的に多発している。こうした悲惨な事件を防

ぐためには、地域の人々の協力体制が重要な役割を果たす。これをきっかけとして

そうした取組みが進めばよいのですが・・・ 

・地域福祉計画が作成過程にあること、住民が意見を述べる機会が設けられているこ

と、などの情報がほとんど広報されず、住民の参加についても一部住民の参加に止

まっていることは残念です。 

・各区計画には、誰が誰に呼びかける規定なのか、地域福祉とは何か、地域福祉と離

れた規定をどこまで盛り込むのか、について相当な乖離が見られ、地域差を考慮し

ても各計画との整合が必要である。 

・地域の特性を生かした「中学校単位の小地域による計画」を作成するべきである。 

Ⅳ章 計画策定への取組 
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磯辺２丁目

磯辺４丁目

磯辺６丁目
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稲毛海岸３丁目

稲毛海岸４丁目

稲毛海岸５丁目

打瀬１丁目

打瀬２丁目

打瀬３丁目

幸町１丁目

幸町２丁目
新港

高洲１丁目

高洲２丁目

高洲３丁目

高洲４丁目

高浜１丁目

高浜２丁目

高浜３丁目

高浜４丁目

高浜５丁目
高浜６丁目

豊砂

中瀬２丁目

浜田１丁目浜田２丁目

ひび野１丁目

ひび野２丁目

幕張西１丁目

幕張西２丁目

幕張西３丁目
幕張西５丁目

幕張西６丁目

真砂１丁目

真砂２丁目

真砂３丁目

真砂４丁目

真砂５丁目

若葉１丁目

若葉２丁目

中瀬１丁目

若葉３丁目

幕張西４丁目

高齢化率７％未満

磯辺５丁目

高齢化率14％以上

磯辺３丁目

磯辺１丁目

高齢化率21％以上
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●町丁別人口（平成17年10月1日登録人口、人口500人以上、高齢化率順）

後期
高齢者
７５－

16.0% 5.8% 14.0% 921,653 129,098 645,192 147,363 53,236 40.9

中央区　 17.8% 7.3% 12.7% 183,198 23,235 127,344 32,619 13,395 41.7
花見川区 16.2% 5.7% 13.7% 180,933 24,758 126,811 29,364 10,328 41.2
稲毛区　 16.2% 6.0% 13.0% 149,021 19,361 105,497 24,163 8,966 41.1
若葉区　 18.9% 6.8% 13.3% 149,777 19,956 101,547 28,274 10,159 42.6
緑区　　 12.9% 4.9% 18.0% 112,793 20,263 77,964 14,566 5,502 38.3

12.6% 3.3% 14.8% 145,931 21,525 106,029 18,377 4,886 39.7

磯辺１丁目　　　 22.0% 4.8% 11.9% 2,186 261 1,443 482 105 45.2
磯辺７丁目　　　 21.3% 4.4% 6.7% 1,532 103 1,103 326 67 47.6
磯辺３丁目　　　 20.9% 3.5% 7.0% 1,911 133 1,378 400 67 47.7
稲毛海岸３丁目　 19.9% 5.8% 13.8% 1,835 253 1,216 366 107 42.2
幕張西３丁目　　 19.9% 3.5% 9.1% 1,921 174 1,364 383 67 44.9
稲毛海岸１丁目　 19.7% 8.3% 14.3% 1,173 168 774 231 97 41.3
高浜５丁目　　　 19.2% 4.3% 6.7% 1,150 77 852 221 50 47.1
幕張西２丁目　　 19.1% 5.1% 14.5% 1,563 227 1,037 299 79 41.9
高浜６丁目　　　 18.6% 4.2% 5.4% 974 53 740 181 41 47.6
幕張西１丁目　　 18.3% 4.1% 12.5% 1,753 219 1,214 320 72 42.1
磯辺８丁目　　　 17.2% 4.7% 4.4% 749 33 587 129 35 47.7
磯辺２丁目　　　 16.4% 10.1% 21.5% 684 147 425 112 69 39.3
真砂３丁目　　　 16.3% 4.1% 10.0% 5,347 535 3,942 870 219 43.1
幸町２丁目　　　 16.0% 4.0% 13.2% 14,561 1,915 10,311 2,335 585 41.0
稲毛海岸４丁目　 16.0% 6.4% 12.3% 1,248 153 895 200 80 41.6
磯辺４丁目　　　 15.6% 3.7% 13.5% 2,073 280 1,469 324 76 42.3
真砂２丁目　　　 15.6% 3.9% 13.7% 7,252 990 5,130 1,132 283 40.9
高洲１丁目　　　 15.4% 4.6% 13.3% 4,231 562 3,017 652 195 41.0
真砂５丁目　　　 14.7% 4.3% 13.4% 6,477 865 4,660 952 281 40.9
真砂１丁目　　　 14.4% 3.3% 12.1% 2,813 340 2,068 405 94 42.3
磯辺６丁目　　　 14.2% 3.1% 10.0% 3,144 314 2,382 448 99 43.5
幕張西６丁目　　 13.5% 3.6% 11.9% 1,051 125 784 142 38 41.4
高洲２丁目　　　 13.3% 3.9% 11.7% 10,000 1,169 7,502 1,329 387 41.0
幸町１丁目　　　 12.8% 3.4% 14.7% 8,525 1,253 6,177 1,095 288 39.4
真砂４丁目　　　 12.1% 3.5% 9.8% 4,186 410 3,270 506 148 41.7
高浜４丁目　　　 12.0% 2.7% 11.0% 4,638 512 3,570 556 127 41.7
稲毛海岸２丁目　 11.2% 3.5% 16.9% 751 127 540 84 26 38.9
磯辺５丁目　　　 11.0% 2.6% 13.4% 6,998 935 5,294 769 179 40.6
幕張西５丁目　　 10.2% 3.6% 13.6% 605 82 461 62 22 38.5
高洲３丁目　　　 10.2% 3.4% 15.6% 10,653 1,660 7,907 1,086 357 38.6
高浜１丁目　　　 10.2% 2.8% 18.1% 6,419 1,163 4,604 652 180 37.0
高洲４丁目　　　 9.7% 3.2% 16.7% 3,960 662 2,912 386 126 36.9
高浜３丁目　　　 8.0% 1.7% 10.2% 2,458 250 2,011 197 41 41.6
稲毛海岸５丁目　 6.7% 1.9% 17.8% 523 93 395 35 10 36.0
打瀬２丁目　　　 3.7% 1.0% 24.3% 8,433 2,048 6,069 316 88 32.8
浜田１丁目　　　 3.7% 1.1% 26.4% 707 187 494 26 8 31.5
打瀬３丁目　　　 3.5% 0.9% 28.5% 3,139 894 2,135 110 28 29.9
打瀬１丁目　　　 3.3% 0.8% 28.1% 6,723 1,891 4,613 219 53 30.7
新港　　　　　　 2.6% 0.9% 18.1% 1,092 198 866 28 10 31.4

高齢者
６５－

美浜区　

町丁名

千葉市

平均年齢年少人口
構成比

高齢化率 後期高齢
者人口
構成比

人口
年少

０－１４
生産年齢
１５－６４
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●5 歳階級別町丁別人口構成グラフ（高齢化率・年少人口構成比率、最大地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化率の最も高い磯辺 1 丁目（２２・０％）の人口構成は、６５～６９才にピークがあ

り、逆に、年少人口構成比の最も高い打瀬３丁目（２８．５％）では３５～３９才、０～

４才にピークがあります。 
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 ●高齢者や障害者等の状況

人数 構成率 人数 構成率

総人口 921,653 100.0% 145,931 100.0%

高齢者（６５歳以上） 147,363 16.0% 18,377 12.6%

後期（７５歳以上） 53,236 5.8% 4,886 3.3%

386,909 100.0% 59,849 100.0%

６５才以上高齢単身世帯 17,386 5.0% 2,085 4.0%

７５才以上高齢単身世帯 7,153 2.1% 1,341 2.6%

要支援・要介護高齢者 20,078 2.2% 2,019 1.4%

要支援 3,688 0.4% 386 0.3%

要介護１ 6,426 0.7% 713 0.5%

要介護２ 2,829 0.3% 313 0.2%

要介護３ 2,440 0.3% 232 0.2%

要介護４ 2,507 0.3% 200 0.1%

要介護５ 2,188 0.2% 175 0.1%

身体障害者・児 23,220 2.5% 3,101 2.1%

肢体不自由 12,803 1.4% 1,663 1.1%

視覚障害 1,661 0.2% 211 0.1%

聴覚障害 1,855 0.2% 252 0.2%

内部障害 6,901 0.7% 975 0.7%

知的障害児・者 3,615 0.4% 503 0.3%

精神障害者 1,761 0.2% 273 0.2%

難病患者 25,681 2.8% 3,982 2.7%

外国人 18,482 2.0% 4,435 3.0% 平成17年7月1日

保育所入所児童 9,717 1.1% 2,074 1.4% 平成16年4月1日

母子家庭世帯数 7,606 0.8% 1,110 0.8% 平成17年3月31日

ホームレス 112 0.0% 72 0.0% 平成16年8月20日

生活保護受給者 9,097 1.0% 666 0.5% 平成17年3月31日

民生・児童委員定数 1,399 － 180 － 平成16年12月1日

町内自治会加入世帯 283,478 － 42,472 － 平成17年4月1日

社協会員数 177,204 － 26,573 － 平成17年3月31日

老人クラブ加入者数 16,909 － 2,254 － 平成17年4月1日

自主防災組織加入世帯 230,756 － 40,458 － 平成17年3月31日

ボランティア登録者 3,232 － 559 － 平成17年6月

平成17年3月31日

備考
美浜区千葉市

平成17年3月31日

世帯数

平成17年10月1日登録人口

平成12年10月１日国勢調査
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美浜区地域福祉計画策定のためのアンケート調査結果 

 

【 調査の概要 】 

①調査目的 

美浜区在住の市民の地域福祉に関する意向を把握し、地域福祉計画を策定するうえで

の基礎資料とすることを目的とした。 

 

②対象 

調査対象は，美浜区に在住する１６歳以上の区民８００人、内訳は、各地区フォーラ

ムのエリアごとに在住する２００人を抽出した。 

なお、対象者の抽出方法は、無作為抽出とした。 

回収率は、美浜区全体で４４．０％（３５２件）であった。 

 

③調査の実施方法 調査票の配布及び回収を郵送により行い、回答は無記名とした。 

 

④調査期間  調査期間は、平成１６年５月１０日から５月２５日である。 

 

【 主な調査結果 】 

①地域との関わりについて 

美浜区全体では、「顔を合わせれば、あいさつする程度」(5 6 .8 % )が最も多く、次いで

「普段から簡単な頼みごとをする程度」(1 3 .6 % )が続く。 

地区別に見ると、「顔を合わせれば、あいさつする程度」が一番多いのが、真砂・磯辺

地区（6 2 .6 % ）である。 

「普段から簡単な頼みごとをする程度」は、幸町地区（1 7 .0 % ）が最も多い。 

「ほとんど近所づき合いはない」という回答が最も多かったのは、幕張西地区

（1 1 .8 % ）である。 

 

②地域活動・ボランティア活動 

地域活動やボランティア活動の有無については、美浜区全体では、「活動したことはな

い」(5 3 .7 % )が最も多く、次いで「以前、活動したことがあるが、現在はしていない」

(1 8 .8 % )となっている。「現在、活動している」（1 3 .4 % ）と合わせると３割が地域活

動やボランティアの経験があると回答している。 

地区別では、「活動したことはない」という回答が最も多いのが、幸町地区（5 8 .0 % ）

である。 

「以前、活動したことがあるが、現在はしていない」が最も多いのが、稲毛海岸・高

洲・高浜地区（2 6 .3 % ）であるが、「現在、活動している」（1 3 .8 % ）と合わせると 4

割が地域活動やボランティアの経験があると回答している。 

なぜ活動をしないのかという理由については、美浜区全体では「仕事をもっているの

で時間がない」(3 6 .5 % )が最も多く、次いで「どのような活動があるのか地域活動・

ボランティア活動に関する情報がない」(1 7 .6 % )が続く。 

資 料 編 
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今後の活動については、美浜区全体では、「できれば活動したい」(3 7 .3 % )が最も多く、

次いで「あまり活動したいと思わない」(2 2 .7 % )となっている。 

「できれば活動したい」は、幕張西地区（4 8 .2 % ）が最も多い。「まったく活動した

いとは思わない」は、幸町地区（7 .6 % ）が最も割合が多い。 

 

③社会福祉協議会、民生委員・児童委員の認知度について 

社会福祉協議会の認知度については、美浜区全体では６割が名前を聞いたことがある

と回答している。（「名前も活動内容も知っている」（2 0 .2 % ）、「名前を聞いたことが

あるが、活動内容はよく知らない」（4 4 .0 % ）） 

「名前も活動内容も知らない」（2 4 .7 % ）という回答は 2 割ほどである。 

「名前も活動内容も知らない」が最も多いのは、幕張西地区（3 4 .1 % ）である。 

民生委員・児童委員の認知度については、「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよ

く知らない」(4 4 .3 % )が最も多いが、「名前も活動内容も知っている」(3 4 .4 % )をあ

わせると名前は聞いたことがあるという回答は８割近くになる。 

地区別では「名前も活動内容も知っている」は稲毛海岸・高洲・高浜地区（3 7 .5 % ）

が最も多く、逆に「名前も活動も知らない」は幕張西地区（1 4 .1 % ）が最も多い。 

 

④福祉のまちづくりについて 

福祉サービスの情報入手方法は「市政だより」（3 5 .7 % ）が最も多く、次いで「自治

会の回覧板」（1 8 .9 % ）となっている。 

行政と地域住民との関係については、美浜区全体では、「福祉の課題については，行政

も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである」(4 5 .7 % )が最も多く、次いで「行

政だけでは解決できない福祉の課題については，住民が協力して行う」(2 2 .4 % )とな

っている。地区別では、真砂・磯辺地区が「福祉の課題については，行政も住民も協

力しあい，ともに取り組むべきである」（4 9 .5 % ）で最も多く、幕張西地区（3 8 .8 % ）

が最も低い。 

「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民が協力して行う」は、幕張

西地区（2 7 .1 % ）が最も多い。 

「福祉を実施する責任は行政にあるので，税負担をすでに担っている住民は特に協力

することはない」という回答は、稲毛海岸・高洲・高浜地区（1 0 .0 % ）が最も多い。 

 

⑤今後の福祉のまちづくりのために重要なことについて 

各地区とも「身近な近隣住民，民生委員などによる相談支援体制の整備」、「区福祉事

務所・保健センターなどの相談支援体制の充実」、「福祉サービス利用のための適切な

情報を得る体制づくり」、「保健・医療・福祉の連携による在宅サービスの充実」がほ

ぼ 1 割ずつの回答があった。 

資 料 編 
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Ｎｏ 取組名称 掲載頁

1 コミュニティビジネスによる地域住民の生活支援 14

2 小学校区を単位とした「（仮）地域福祉まちづくり会議」の設置 15

3 地域を支え合う「あんしん支え合いネット」の構築 17

4 学校と地域の連携した防災訓練の実施 18

5 災害発生時の対応マニュアルの整備 18

6 地域福祉を推進する地域活動団体の連携強化 20

7 新しい近隣づくり活動 20

8 区役所の機能の活用と窓口サービスの向上 21

9 コンビニ・郵便局等での福祉サービス情報の提供 22

10 回覧板の電子データ送付、インターネットでの掲示 23

11 市政だよりの対象者別翻訳版の作成 23

12 福祉サービス情報提供の携帯メール活用 23

13 民生委員･児童委員と地域組織との協力体制の充実 24

14 支援を必要とする人（要支援者）とのコミュニケーション 24

15 相談履歴の電子化 25

16 相談窓口への補助員配置 26

17 地域包括支援センターの設置 26

18 住宅の耐震補強、バリアフリー化 29

19 高齢者世帯等の住み替えの支援 29

20 コレクティブハウジングなどの多様な住まいの設置促進 30

21 障害者・高齢者の地域での雇用促進 31

22 地域ケアセンター機能の検討 31

23 在宅医療福祉の充実 31

24 小中学校の余裕教室・空き教室活用 34

25 フリースペースの確保と運営管理体制の検討 34

26 町内自治会、公営住宅、民間集合住宅の集会所の活用 35

27 空き家、空き店舗を活用したコミュニティスペ－スの提供 35

28 福祉バス、低床バス、移送サービスの導入 36

29 地域福祉権利擁護事業の充実 39

30 成年後見制度の利用支援 39

31 障害者・要介護者の避難訓練の実施及び避難場所の体制作り 40

32
災害発生時の介護サービス事業者による要介護者、要支援者の安否確認、
障害者の通所施設事業者による障害者の安否確認

41

33 障害を持つ人があたりまえに暮らすことの保障 42

34 高齢者・児童虐待予防 43

35 福祉教育の充実 43

36 プライバシーを尊重した福祉活動の推進 44

37 美浜区ボランティアセンターの機能の充実 47

38 ボランティアリーダーの養成 47

39 市民参加条例制定と条例に基づく各種施策の推進 48

今後の取組一覧表
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１ 住民流福祉総合研究所 

  いま、「福祉」と聞けば「サービス」を思い浮かべるほど専門家の営みととらえられ

るようになりました。 

プロの手が入ると住民は手を離す－「住民の助け合い」がだんだんなくなってきてい

る、そんな危機的状況が生まれています。 

誰もが住み慣れた家や地域で安心して、またその人らしく生きていくには、「助け合

いの地域」が不可欠です。 

そこで本研究所は、「助け合い起こし」をめざして、住民の福祉の営みを分析し、彼

らの流儀を抽出、それを再構成していく作業に専心してきました。そのノウハウを社会

に向かって、いろいろな形で発信していこうというのが本研究所の目的です。 

  

２ 住民流宣言  

 主催者 木原孝久のプロフィール １９４１年東京生まれ。早稲田大学第一政治経済学 

部卒業。中央共同募金会勤務を経てフリーに。 

「住民流福祉総合研究所」を創設、３０数年にわたり住民流の福祉のあり方を追い求め、

月刊誌「住民流福祉」（「元気予報」改題）や福祉関連マニュアルを発行のほか、研究会

やセミナー開催。 

また、自治体や民間福祉機関の事業（「地域福祉計画・活動計画」の策定等）を支援。 

現在、「住民の支え合いマップ作り」や住民流福祉のまちづくり等を推進・普及中。

講演、執筆、ラジオ・テレビ出演等。神奈川県立保健福祉大学非常勤講師。財団評議員。

埼玉県在住。 

 

３ 住民流福祉総合研究所の事業一覧 

（１）「住民流福祉」の研究・調査 

 全国の同志（共同研究員）と連携して、フィールドワークや訪問面接などを通して、

住民の福祉的な営みを分析、「住民流福祉」の構造を解明。そのノウハウを抽出する 

①共同研究員の委嘱 

   全国の福祉研究者、実践者の中で「住民流」に関心を持ち、また研究実践している

人を「共同研究員」に委嘱、特定テーマについての研究を本研究所と共同で進める 

（２）「住民流福祉」関連情報の収集・提供 

①月刊「住民流福祉」の発行 

②ホームページを通しての情報提供 

③隔月刊「元気予報」の発行 
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  社会全体の動向と福祉の流れを統合的に捉え、その関連の情報収集、分析をする「社

会の元気をよむ会」を開催。その結果を「白書」の形で発行 

（３）各種マニュアル書や普及資材の作成・頒布 

①推進者向け各種マニュアル書作成・頒布（出版社や関係団体などを通しての発行も） 

②一般住民向け普及啓発用資材の作成・頒布（同上） 

（４）人材養成などの各種セミナーの開催 

①「住民流福祉」のノウハウを伝えるセミナーの開催（不定期） 

②住民流福祉研究会の開催 

  住民流福祉に関わる新発想や新しい取り組み事例を紹介するため、隔月間程度に研

究会を開催 

③「住民流福祉」の推進者・普及者（講師）向けのセミナーの開催 

 ●支え合いマップインストラクター養成講座の開催中 

 ●住民流福祉共同研究員の研究協議会を開催へ 

（５）各種機関・団体への協力または提携事業の推進 

①各種機関・団体の事業計画の立案・事業実施、マニュアル書の作成などに協力 

②各種機関・団体が開催の一般向け講演会や関係者向け研修会へ講師派遣 

③各種機関・団体や個人への相談事業 

④各種機関・団体の研究事業への協力 

（６）セミナー、講演会等へ講師派遣 

 

４ 「住民の支え合いマップ」について  

 私たちが究極、目指しているのは「住民主体の支え合いのまちづくり」です。 

しかし、それにはまず地域の実態、住民の動きがわからなければ仕方がありません。

彼らがどのようにご近所でふれあい、支え合っているのかをきちんと把握するには、マ

ップ作りが不可欠です。 

従来のただ要援護者宅に印を付けるだけのマップではなく、その人に隣人の誰がどの

ように関わっているのかまで調べるのが本研究所が提唱している「支え合いマップ」で

す。 

マップから、その地域の福祉課題まで浮かび上がってきます。 

 すでに、秋田県、宮城県、茨城県、群馬県、神奈川県、東京都、長野県、岐阜県、福

井県、富山県、愛知県、滋賀県、三重県、広島県、山口県、鳥取県、高知県、沖縄県な

どで取り組みが始まっています。 

 担い手も社会福祉協議会や在宅介護支援センター、保健センター、民生委員、福祉委

員など、それぞれが業務や活動で必要を感じてこれに取り付いてきています。 



住民流宣言 
 

福祉の主役は住民。「支え合い」の復権を！ 

<１> 主役は住民 

住民は宣言する「福祉の主役は私たちだ」。 

まずは住民の「支え合い」があり、それ

を補充する「サービス」がある。 

何が福祉問題かは住民が決める。 

勝手に問題を押し付けるな。 

誰が何に取り組むかは住民が決める。 

勝手に活動のやり方まで押し付けるな。 

<２> 流儀は「支え合い」 

善意の一方通行は許さない。 

一方的サービスは、サービスの「受け慣

れ」を助長し、自立を妨げる。 

見返りを求めない「ボランティア」は、

住民には不自然。 

すべては「持ちつ持たれつ」。 

明らかな対象者にも活動の機会を与えよ。 

どんな対象者も何か活動をしている。そ

れを探し出せ。 

明らかな活動者も助けられの機会を探せ。 

助け上手と助けられ上手の「両刀遣い」

で免許皆伝。 

<３> 助けられも「活動」だ 

「助け」はもちろん「福祉活動」。 

「助けられ」もまた立派な「福祉活動」。 

助けと助けられの協同で、ベストの福祉

ができ上がる。 

助け行為に評価や研修、手当が必要なよ

うに、助けられ行為にも当然、評価や研

修、手当の支給を！ 

「地域に住む」とは、溢れる資源の中で

生きること。 

<４> 寝たきりこそボランティア 

当事者の立場なら、「できれば助けられた

くない」。 

私が助けられるたびに、私の誇りは危機

に瀕する。 

だから、要介護の人ほど「ボランティア

したい」。 

弱ってきたら「そろそろボランティア」、

寝たきりになったら「本格的にボランテ

ィア」、痴呆になったら「絶対、ボランテ

ィア」。 

<５> セルフヘルプ 

誰にも助けられたくないが、同じ悩みを

抱えた人にならＯＫだ。 

私にも相手を助ける機会が巡ってくる。 

セルフヘルプグループで、助けたり、助

けられたり、ついでに他の仲間にも「お

すそわけ」。 

福祉はもともと「セルフ」だった。 

<６> 「私」から発する 

福祉の主役は当事者だ。 

何が私の「問題」かは、当事者の「私」

が決める。 

どうやって解決するかも「私」が考える。 

誰に何を頼むのかも「私」が指名する。 

必要な資源は「私」が発掘し育成し活用

する。 

ケアマネジメントは、「私」の領分。 

ネットワークは、「私」がキーマン。 

ケアプラン作りは「丸投げ」しない。 

「ケアプラン」でなく、「ライフプラン」。 

福祉サービス作りに「私」も入れて！ 

サービスの評価も「私」が主導。 

<７> 「もっと豊かに」 

住民にとって「福祉」とは、「困り事の解

決」より、「もっと豊かに」の具現。 

「問題の対処」より、「問題を生まぬよう」。 



「問題が深刻化してから」でなく、「問題

の芽を摘む」。 

先手必勝、予防優先。 

<８> 「福祉」を隠せ！ 

福祉サービスをミエミエでするな。 

建物や組織のカタチにするな。 

担い手の都合なら「ミエミエでやりたい」。 

受け手の都合なら「隠し味にしてほしい」。 

福祉施設は「ミエミエ福祉」の極致。 

「まち」に「福祉」という特別なものを

持ち込むな！ 

「福祉」の名も活動も見えないが、皆、

幸せに生きている－そんな福祉を住民は

求めている。 

福祉は成熟するほど表面から消えていく。 

<９> 分別せず 

住民を分別するな。人を担い手と受け手

に分けるのが関係者の悪い癖。まるで「対

象者」という人種がいるみたい。 

子どもや老人を「対象者」と決め付けて、

子どもは児童館や保育園へ、老人は老人

憩いの家や老人福祉センターへ。 

人は分別されるほど、本当に「対象者」

に馴染んでしまう、子どもと老人が出会

えば、相互に資源になり得るのに。 

「まち」は、いろいろなモノや人が混じ

り合い、互いに担い手にも受け手にもな

ることで、豊かな福祉現場になっていく。 

施設と地域を分けるのも関係者の悪い癖。 

施設をそのまま地域にしてしまえ、地域

を丸ごと施設とみなせ。 

<１０> 相性主義 

住民を勝手に集めるな、勝手に動かすな。 

住民は自分の気に入った所へ行っている。 

気の合った人とふれあっている。 

ふれあいやサロンづくりは相性主義。 

ヘルパー派遣だって「相性の合う人を」。 

<１１> 天性主義 

活動の適正は「資格」にあらず。 

「まち」のルールは天性主義、生まれ持

っての資質が絶対だ。 

「地域活動はむずかしい」という人はむ

ずかしい。むずかしくない人は、むずか

しくない。 

一口に世話焼きといっても、十人十色。 

みんなをまとめる「仕切り屋」さん、「口

利き屋」さんに「こじあけ屋」さん、な

どなど。 

<１2> 生活主義 

住民は「生活」を崩したくない。 

わざわざグループを作り、どこかへ出か

けて、「さあ、やるぞ！」は、ご免です。 

生活の中で、本業の中で、なんとなくで

きてしまう「活動」なら、いいですよ。 

<１３> 計画せず組織せず 

「まち」は見えないネットワークの世界。 

住民は組織せず、夫々やりたいことをや

って、辻褄が合う。 

計画せず、行き当たりばったりに、足元

の課題に対処する。会議を開かず、「あう

んの呼吸」で連携する。 

広報せず、口コミで伝え合う。 

<１４> 作らずに、乗る 

活動を勝手に「つくりだす」な。 

住民はそれなりの活動をしている。 

自分達の悩みに、自分達なりの対応策を

講じている。それを見つけ出し、側面後

方から援護しよう。住民の活動に乗り、

ちょっとだけ補強しよう。 

住民を教育するな、講座を開くな。 

住民の普段の営みに「学習」をふりかけ

ろ。 



<１５> 「モチ屋」の腕 

住民資源とは、誰のこと？要介護者だっ

て、赤ちゃんだって大事な資源。 

消防署も、公民館も、警察署も、スーパ

ーも、パチンコ店も、理髪店も、ヘルパ

ーも、看護師も、保健師も、ケアマネジ

ャーも、みんな、家へ帰れば「住民」だ。 

それぞれが「モチ屋の腕」を生かせば、

大資源。 

家も、木も花も、犬も猫も、みんな資源。 

「地域に住む」とは、溢れる資源の中で

生きること。 

<１６> 住民に返せ 

サービスの対象者を、住民に返していこ

う。当事者同士の助け合いに返せ、近隣

の支え合いに返せ。 

対象者をサービスに引き取れば、住民は

手を引いてしまう。 

サービスと住民の支え合いは「車の両輪」

にあらず。 

<１７> そうとわからない支援 

住民の支え合いには、後押しが必要。 

しかし、ミエミエの支援は嫌われる。 

補助金も、そうとわからない支給に、人

材も、そうとわからない派遣に。 

福祉施設は当事者宅、推進拠点は世話焼

きさん宅、宅老所は当事者に見込まれた

家、児童館は子どもが見込んだおばさん

の家、そこに、そうとわからぬ物心の支

援を。「近隣」の場ですべての施策が住民

流に変質する。 

<１８> ５０世帯の福祉圏 

福祉の圏域を勝手に決めるな。 

住民は、住民なりの福祉圏を作っている。 

住民の支え合いマップで、それを見つけ

出すのが先決だ。 

小学校区どころか、町内会どころか、５

０世帯から１００世帯の「近隣」でまと

まっている。 

それぞれの「近隣」を、福祉のコミュニ

ティにするのだ。 

<１９> マップで浮き彫りに 

まずは住民のふれあい支え合いを、住宅

地図に乗せよう。 

住民宅に押し掛け、井戸端会議に顔を出

そう。 

地図上で「舐めるように」一軒一軒の顔

を思い浮かべ、「ああ、あの人は」、「そう

いえばこの人は」と、記憶の中から蘇ら

せるのだ。 

気になる要援護者はいるか、誰を見込ん

でいるか、どんな世話焼きがいるか、ど

んな世話を焼いているか、どんな生活課

題があるのか、どんな対策を講じている

か、掴んだ素材で、さてどんな「絵」を

描くのか。 

<２０> 総合プロデュース 

住民の願いに乗り、そうと気づかれぬよ

うプロデュース。 

住民のニーズを残らず拾い出し、住民資

源を残らず掘り起こす。 

これで、一人も見逃さない、一人も不参

加のない、困り事の解決だけでなく、そ

の人らしい生活をも保障する、本物の「福

祉コミュニティ」ができ上がる。 

<２１> 福祉は芸術だ 

住民は、限られた力を極大にするために、

いろいろな知恵を使っている。 

関係者の作る福祉のなんと単純なこと！ 

住民の作る福祉のなんと複雑なこと！ 

彼らの知恵の結晶は、ほとんど芸術品。 

福祉は芸術だ。活動は美しい！ 



No パブリックコメントで寄せられた意見 頁

1

表紙
●策定主体として「千葉市」と明記を。
区地域福祉計画（案）は策定主体が明記されていません。対して、千葉市地域福祉計画（案）は表紙
に「千葉市」で明記されています。こちらにも、「千葉市」と明記すべきではないででしょうか。こ
の計画に対してだれが責任を負うのか、明確でないと、「絵に描いた餅」に終わってしまいかねませ
んから。

1

2

計画期間についても、必要に応じて見直すとありますが、色々な関係団体と協議をして進める様です
ので、５年間では無理だと思います。絵に描いた餅になってしまうのでは？始めから見直しを前提に
するのならば、優先順位を確定してから始めた方が、効率的だと思います。（年度毎に実施計画表を
作っては？）

6

3

市民はしばしば計画の文言だけを聞かされても、あまり実施されているという実感をもてません。計
画が絵に描いたもちに終わっていることが多いからではないでしょうか。
今回の地域福祉計画はいかに実施されるかが大切です。行動計画（アクションプラン）を立て、数値
目標を掲げて実施に向けて欲しいものです。

6

4

本計画の、調査・検討から実施に至る「概算投下資金の規模」が、示されていない。
　千葉市、各区、地域内組織。この３者の連携をシームレスに行うには、具体的な役割分担の提示。
社会整備資金、活動支援金等の有無、規模が明示されるべきです。それらを見て、市民としてどの部
分を協力できるのか、或いは次期へ繰延すべきか否か等の判断も容易になります。例えば、「千葉市
平成16年度決算」では、民生費は798億円（一般会計中23.2％）もの高率を占めています。しかし、新
計画の概算額が示されない現状のままでは、机上論に過ぎないとしかみえず、整備費用に見合うメ
リットの判断もまったく不可能、としか言えません。
　先日「第２次５ヵ年計画」がパブリックコメント募集に架けられ。その15ｐに、「第３部　安心し
て暮らせる健康福祉のまちを創る」として、計画事業数＝92、計画額＝279億円。とだけ、記載されて
います。その根拠となる本計画（案）に、概算額もないのでは、どうやって判断すれば良いのでしょ
うか、再考願います。

6

5

町内自治会、社会福祉協議会、加入世帯率の差。
　　千葉市版（15ｐ）に、平成17年現在、町内自治会加入率、美浜区＝全世帯56,197世帯の内、
72.6％。社会福祉協議会加入世帯＝26,509世帯。とあり、逆算すれば47.17％になります。このよう
な、自治会加入率の低下、さらに社協加入世帯の低調がどこに原因があるのか聞き取りを実施した上
で、制度を改め、各々の基盤整備を進めなければ、市・区による地域福祉計画は、まったくの画餅化
しかねません。
　（住民は納税義務を果たすのみ、後は行政がやるべき事。との極論には、行政として、反省の余地
がありそうです）
　　以上により、庁内・各部課の調整、意識改革が必須であると申し上げました。

11

6
さらに小さな地域（この場合は住宅団地→中学校区）で会議をし、現状を把握しましょう。地域の皆
さんで考えて、即応した地域福祉会の準備と設立を求めます。

15

7
こうした住民参加の福祉を進めていくために小学校学区ぐらいの小さな地域単位のまちづくり会議は
必要です。会議には誰でも参加でき、地域担当の行政職員も入り、住民の声を各担当部署に届けるパ
イプ役になることで、協働のまちづくりを進めることができると思います。

15

8

安心支えあいネットについての疑問
　相談を受ける方の大変さを案じます。個人の家庭に接続される電話番号が安易に広まるのは、おれ
おれさぎなどの事件の多い　現在には、防犯上どうでしょうか。また、仕事をしている人の仕事時間
がまちまちな時代ですから、かけるほうも受けるほうも時間的に支障がでてきそうです。
この制度よりも、保健センターで、相談員にはきちんと給料を支払って、交代での長時間相談受付の
制度を実現してほしいです。

17

9

「あんしん支えあいネット」の24時間相談体制というのは、すごい取り組みだと思います。ただ相談
員はだれがやるのか、夜間は相談者の支援にだれがいくのかなど考えると、ボランティアではとても
できることではありません。報酬を払うとしたら、相談員や支援者の給与はどうするのか。また相談
員は地域の中にあるＮＰＯ、ボランティアグループ、個人ボランティアなど多くの人材とのネット
ワークをもっていなければなりません。地域の人材発掘とネットワークづくりなど多くの課題があり
ますが、具体的に各地域でだれがどのように取り組んでいくのが知りたいと思いました。Ｐ１３の助
け合いネットも同様でことを思いました。

17
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10

末端の地域組織の乱立。と、組織役員等の兼任の多さ
　美浜区版19ｐに、「今後の取り組み ６」として、地域福祉を推進するために、町内自治会、民生委
員・児童委員協議会、コミュニティづくり懇談会、社会体育振興会、コミュニティセンター運営委員
会、社協地区部会、青少年育成委員会、コミュニティセンターサークル連絡会などの地域活動団体の
連携強化を目指します。　とあります。しかし、この他にも、地区防犯連絡会議、地区防災会、学校
施設開放委員会、小学校区交通安全協会、等があり。これら組織の理事、役員の殆どは、民生委員、
自治会長が兼任されており、その責務の重さと多忙のためか「行政下請け、行事消化型組織」に陥り
勝ち。見方を変えれば、日常の相互連携は十分できており、新しい福祉活動を行うについて、改めて
連携を云々する必要はありません。
　但し、それぞれの組織は「行政下請け、行事消化」に忙殺され、将来見通し、調査、地域対応の具
体的構想など、じっくり考える余裕は殆どないようです。
　各々の活動が形骸化した原因の一つは、タテ割り行政の影響で、多方面にわたり、大小様々な委員
会を作るよう要請され、仕方なく自治会長が夫々の理事・役員の多くを兼任せざるを得ず。本来の
リーダーとして、思索研究ができていない事にあります。
この際、関係部局下にある地域組織について見直し、同じ様な目的を課せられた組織（例。防災、防
犯、交通安全、コミュニティづくり懇談会、青少年育成委員会、等）の統廃合、地域組織の改革こそ
先決です。
その上で「地域福祉と安全を推進する活動組織」として一元化、地域活動をシンプルにし、本計画の
実施にあたるべき組織とすべきです。

19

11

地域福祉計画を実践するにはその担い手の量と質の向上が大切です。
今後、地域福祉推進の中心的な担い手となるのは、全市で１０１０の組織がある町内自治会活動だと
思います。
現在、多くの自治会の役員は単年度での持ち回りで、活動内容は前年度活動と同様な内容を実施する
のみとなっています。
自治会役員を２か年継続で半数入れ替えにするなど、役員の経験年数を増やす。
また、行政事務協力費の廃止や行政から町内自治会への各種回覧物の郵送をインターネットを利用す
るなど工夫し、財源を生み出し、先進的な活動実践例の作成や、町内自治会役員向けの研修などを行
うことが重要です。
是非、各区の地域福祉計画に町内自治会活動の向上を盛り込んで下さい。

20

12

地域活動やボランティア活動において、一人一人の責任や負担感が重すぎると活動が継続されにくく
なる。しかし、責任を伴わないと、利用する側がその活動を頼りに出来なくなるなど、活動が成り立
たなくなる場合もある。組織化するにあたっては、個々の責任と組織の責任をどこまで求めるのかも
検討していく必要があると思う。

20

13
情報の一本化について、発信の方法など具体的な方向を示すべきです。パソコンの活用は大きな力に
なりますが、一方でパソコンに触れることのない世帯も多いので検討課題です。

23

14

地域包括支援センターの創設は、内容がよくわかりません。
いずれにも要望したいことは、専門の知識をもった人、地域の情報に精通している人など、実際の業
務を有能にこなせる人を配置してほしい。今回の計画策定に関し、福祉協議会の人々はどの程度、積
極的にかかわれたか、知りませんが、強化するのであれば、積極的に地域の声を聞く姿勢がないと
「強化」は言葉だけになる危険性があります。

26

15

地域福祉は常に新たな課題に対応していくことが必要であることは同感です。そしてそれはそれぞれ
の地域にあったものでなければなりません。私は美浜区の住民ですが、美浜区の場合、公団住宅等の
高層ビルに外国の方々が多く住まわれており、保育所にもそういう方々の子供が入所しております。
また独居や高齢者の方々も増えているのではないかと危惧します。
　花見川沿いにはホームレスの方々も見かけます。市で発表された数よりは多いのではないでしょう
か。高齢世帯の低層住宅への住み替えの施策も提言されているようですが、これらの人々にたいする
福祉サービスのバックアップについては早急に検討すべきではないでしょうか。行政の持分かも知れ
ませんが地域としてこれらの人々に対して何が出来るか、さらにご提案いただきたい。全国の先進事
例を調査していただき、うまいところのつまみ食いでもいいのではないでしょうか。

29

16
高齢者や障がいを持つ人にとって地域生活を支える大切な課題は移動支援です。千葉市もセダン特区
をとり、運営協議会も設置されるとのことなので、そうした記述は必要なのではないかと思います。

36

17
住民参加の仕組みをつくる
・ 地域福祉の中心的な役割を社会福祉協議会と明記をしているからには、行政は社協に丸投げをする
のではなく、指導的な役割を担い、区に予算をつけることが必要です。

38

18
社会福祉協議会の改革の強化とあるが、どのような部分を強化して行くのか誰がすすめるのかを具体
的に示して欲しい。

39

19

災害時における要支援者への対応
　あらかじめ地域の要支援者のリストがあればいいと思いますが、今、個人情報がなかなか手に入り
にくい時代です。どうやってこういう人たちを把握するのでしょうか？
民生委員さんなら把握できるのでしょうか？

40
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20

福祉のまちづくりの一員として、小、中学生は忘れてはならない存在です。これからの地域福祉の担
い手になる子どもたちですから、小さいときから、高齢者、障害者と知り合い、交流していくことは
大切です。今、学校教育でも福祉教育が総合学習の中に位置づけられています。しかし、障害者と接
したことのない先生が障害者と共に生きることを教えるのはむずかしいため、福祉の学習として切手
の収集や募金活動をさせたり、パソコンで検索させている学校もあります。子どもたち育てるために
は先生方の研修も必要だと思います。

43

21

計画は賛成。「自助」、「共助」、「公助」の役割分担と連携についても理解できます。
　しかし、実現性が不透明。いかにして地域住民の参加を実現させるのかが大きい課題と思います。
町内自治会もボランティア組織も弱い組織です。現在の仕事に加えて、これより多くの仕事が持ち込
まれた場合、それを実行する余力なのではないかと私は思います。
　地域住民の参加を実現させるために、今後、様々な知恵を出すことが必要。そのうえでそのひとつ
としてボランティアの育成について、「公助」が必要。

47

22

住民参加が地域福祉推進の第一の視点とされており、計画の原案作りの段階でも地区フォーラムを設
置して住民意見の集約にご努力されたことは大変結構なことと思われますが、ご承知のように現実的
には参加される住民はいわゆる「関心のある住民」であって、殆どの住民は「無関心住民」でありな
かなか意見を表明しませんが、この人たちこそが地域を支え、福祉を支えていること（例えば自治会
費、社協会費、共同募金等をとおして）を踏まえ、住民の誰もが気軽に参加できるシステムを構築し
ていくべきです。既存の自治会や地区社協等の住民組織の活用を提言されておりそのことに同意しま
すが、そのためにはそれら住民組織のあり方について今一度議論する必要があるのではないでしょう
か。住民参加については住民参加条例を制定するとのことですのでより具体的な手法の提示を期待し

48

23

あまりのボリュームに驚きました。美浜区を見るだけでもう疲れました。５０代の私でさえこうです
から、お年寄りや目に障害を持った人はこの計画書はとても見れません。
グラフや図で表せるものは、なるべくそうした方がわかりやすいし、字数も減って市民に身近なもの
になると思いました。

49

24

「○○区地域福祉計画推進協議会」（仮称）の構成メンバー（委員）の選定ならびにその運営につい
て

１　委員の応募資格は、在住区民で、かつ年齢は70歳未満とし、公募制とする。
２　応募に際しては、所定の応募論文を提出、厳正な審査の上、その資質、適正、実務能力等をもと
に選定する。
　（お願い：既存の自治会、社会福祉協議会、民生委員等を、市当局の意向で選定して欲しくないこ
とです。これは私見であり、一般論として申し上げるのですが、それらの方の中には高齢者、経験が
豊富なるも既成概念への執着や前例踏襲の傾向があり、かつ保守的・守旧的な方がおられるように感
じます。これでは、幅広い住民意見の反映、新しい発想、革新的思考・行動が生まれ難い様に思われ
るからです。これが公募制とする根拠です。）
３　協議会の運営・内容等は全て公開とする。
４　委員には一定の任期を設け、長期在任による意見の偏在化やマンネリ化等の弊害を防ぐ。
５　委員は、原則無報酬とする。ただし、活動に必要な直接的な支出（交通費など）は、内容確認の
上、実費支給する。
６　原則、年次毎（必要により半年毎）に、計画、実績報告と、必ず、その評価と見直しを行う。同
時に住民の意見を聴取し、これを次期の計画に的確、迅速に反映する。
７　各区の年次毎の結果とその評価を、全区を一覧比較して、相互の成功例を積極的に公開、良い点

49

25

福祉のまちづくりをめざして、きめ細かく考えられた福祉計画（案）だと思います。
Ｐ５８の今後の取り組みはどれもぜひ推進していってほしいものばかりです。計画は策定過程が需要
ということもわかりますが、実際に推進しなければ、絵にかいた餅になってしまいます。では実際に
３９の取り組みをだれが中心になって進めていくのか、既存の団体にゆだねることが本当にできるの
か、それとも新しい組織をつくっていくのかなど、具体的なところがみえませんでした。

49

26
最後に今回の委員の一般公募の枠がとても狭くて、意欲があっても参加できなかった方が多くいま
す。今後の取り組みには、ぜひ多く意欲ある市民が参加できるよう公募枠を広くとって、実践につな
げていってほしいと思います。

49
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27

地区、校区によって、住民意識に差があること
　美浜区版によれば「区の地域福祉計画推進協議会」は、住民、行政、ボランティア、NPO、事業者が
共に支え合い、さまざまな課題を解決するための方策を総合的・計画的に推進するために定める、と
あります。（美浜区版48Ｐ）
　その委員には、住民（公募）、自治会、民生・児童委員、社協地区部会、育成委員会、体育振興
会、老人クラブ、ＮＰＯ、ボランティア団体、福祉事業者、学校関係者などが、考えられますが、当
然その方々は美浜区の「上部組織の代表者」でしょうから、全て丸く収まるはずです。
　しかし、その結果を受け、各地域内の多くの末端組織が連携し「（仮称）地域まちづくり会議」を
構築しようとして、例えば「小学区」で区分した場合（美浜区版＝15p）。活動エリアが「２つの町
域・２つの地区自治会連絡協議会エリア」に跨る校区が多々ありますが、各々が属する町内自治会・
地区自治会連絡協議会の住民感情に微妙な温度差があり（住民は納税義務を果たすのみ、後は行政が
やるべき事。との極論もある由）話が噛み合わず、協調性が薄れ、親睦行事が行われるだけで、肝心
の自主的街づくり活動が、ほとんど進んでいません。
　過去、各部局の指導の下で作ることを勧められてきた地域組織は、大きく分けて、街区、丁目単位
で成立（自治会・自治会連絡協議会等）。教育委員会、小・中学校区を元に組織された（保護者会、
育成委員会、学校施設開放委員会）には、互いに活動エリアのズレ、組織構成住民の感情のズレによ
り、特に、中学校区を基盤とした組織と、地区自治会連絡協議会が連携しようとしても、中学校区に
は、２つの地区自治会連絡協議会が関わる場合、互いのズレ、社会的温度差が原因で纏まりようもな
く悩んでいる地域が多々あるようです。（一部の、中学区青少年育成委員会、中学区コミュニティー
づくり懇談会等、形骸化の１つの要素）
　現状の、組織の活動のズレが生じたままでは、一部地域ではシームレスな日常的福祉活動はとうて
い望めそうになく、エリアのズレが原因かどうか、「民生委員不在」のゾーンが生じている例もあ
る、と聞きます。

49

28
社協の委託事業の大きさから、担い手を社協のみにしないで、地域のＮＰＯやグループを積極的に活
用するしくみを考えて欲しい。

49

29
今後設置される推進協議会が実効性のある活動をになえるようにするために工夫が必要です。自助・
共助と言っても具体的に誰が何をするのか、ＮＰＯなどの団体と地域をつなぐコーディネートの役割
を誰がになうのかなどわかりません。

49

30 この計画の簡易版をつくり自治会、老人会あるいはボランティア協議会の場等で考え方を理解しても
らい、協力してもらう活動を辛抱強く続けることが大切である。

49

31

地域福祉に対する行政の取り組みと、これに参加する市民の取り組みについての地域福祉計画を、市
民が参加して作り上げてきたことについて評価するものです。
地域福祉計画の実施には住民の理解と協力無くしては成り立たない。計画を住民に周知し、理解を得
て実施されることが、計画の推進にあたってもっとも重要である、との視点で取り組まれてきた、と
理解します。
しかし残念ながら、地域福祉計画が作成過程にあること、住民が意見を述べる機会が設けられている
こと、などの情報がほとんど広報されず、住民の参加についても一部住民の参加に止まっていること
は残念です。
千葉市の地域福祉計画については、千葉市福祉計画および全６区の福祉計画の整合が取れていること
が前提でありー区域の境界を越えて生活圏があり、境界を越えた自治会が存在しているー努力されて
きたことは認識するが、完成にいたっていないことは残念です。

49

32
具体的な事項が書かれているが、実行の主体となる地域住民への計画の周知はどのようにされるので
しょうか？まずは自治会・町内会単位のきめの細かい説明会など必要です。 49

33
民生委員・児童委員などへの負担となる計画では、先へ進まない。地域での役を担っている人がまと
め、リード役にならねばいけないことは明らかです。地域連携を作って行くための、広報活動、その
支援が必要です。

49

34
今後高齢化社会になり一人暮らしの老人等が増えていくと思います。是非、実施に向けてＰＲを重ね
ながら実情にあった地域福祉計画にしていただきたいと思います。

49

35

地域福祉計画推進協議会については、連絡調整の役割とあるが実際地域で活動しているところに情報
を伝えたり支持を出したり、アドバイスをしたりする機関がないように思います。協議会だけでは地
域の活動につながらなく、中学校区単位に行政が支援する拠点が必要だと考えます。そこへ社協の職
員が顔を出す、こうすることで地域とボラセンが連携をとることが出来、機能すると思います。

49

36

活動に参加しない人をどのように引っ張り出すか
→　どのような組織、活動を企画して参加を募っても、活動しない人はしないことが多いように思い
ます。より多くの人に参加してもらうには、単に組織を立ち上げる、イベントを開催するだけではな
く、参加のきっかけを仕掛けていくことが必要になるのではないでしょうか。例えば、開催した結果
をより多くの人の目にふれるような形で公表することで興味を促すなど、次回からの参加のきっかけ
を作っていくことが重要だと思います。

49



計画の推進に関わる今後のスケジュール　（案）

４月 ５月

 パブリックコメント

計
画
の
策
定

組織名等

 
市
計
画

 
区
計
画

 市策定委員会

 地区フォーラム
区策定委員会

平成18年1月30日

２月

平成１８年度

３月 ６月 ７月 ８月 ９月

地域福祉
パイロット事業

 内部調整

 区計画推進協議会
　　　　　　　　（仮称）

計
画
の
推
進

 市計画推進協議会
　　　　　　　　（仮称）

５月上旬
第１回協議会開催

パブコメ意見の計画反映の検討
計画の決定

３／２４

２月初旬
提出意見の整理

提出意見の報告

４月上旬
意見の概要と市の
考え方の公表（Ｈ
Ｐ）

５月
庁内検討会（報告）
※要綱改正が必要

パブコメ意見の計画反映の検討
計画の決定

第１回協議会開催

６月下旬
第１回申請受付

意見照会

７月下旬
交付決定

７月中旬
第２回協議会
開催

計画決定の
決裁

計画書の
印刷発注

市長定例
記者会見

市政だより
記事掲載
（４／１５号）

・地区フォーラムからの継続委員募集
・団体からの推薦・本人承諾依頼

２月～
・協議会のあり方について地区
　フォーラム委員の意見集約
・協議会の概要決定
・設置要綱の制定

５月中旬～
・協議会の役割
・委員の人選等の検討

提出意見の報告

公募委員の募集・決定

９月
庁内検討会
（予算化要



美浜区地域福祉計画推進協議会（案） 

 

美浜区地域福祉計画推進協議会は、地域関係者の情報交換により計画に基づく取組の

成果を共有しながら、課題の把握や今後の取組についての議論を行うほか、地域関係者

間の連絡調整を行う。 

 

１ 活動内容 

（１）区の地域福祉計画の取組状況の把握 

（２）地域福祉の活動団体間の情報交換、連絡調整 

（３）行政機関や社会福祉協議会との連絡調整 

（４）区の地域福祉計画に関する広報 

（５）区全体の推進に向けた体制やスケジュールの検討 

 

２ 委員について 

（１）会議出席委員数は２０名以内 区内在住又は在勤 

（２）任期は２年、再任を妨げない 

（３）交通費を含め無償 

 

３ 委員の選定について 

（１）地域住民 ５名以内 

（２）福祉活動者 １０名以内 町内自治会、民生・児童委員、社協地区部会、 

老人クラブ、ボランティア団体、ＮＰＯ、プロジェクトリーダー 

（３）社会福祉事業者 ５名以内 高齢・障害・児童関連施設、福祉関連民間事業者 

（４）２０名以外にプロジエクトのみの参加者（会議への参加は無い） 

 

※ 継続性を担保するため、フォーラム委員から推進協議会への参加希望者を募集 

※ 地域住民のうち、２名は公募 

 

４ その他 

（１）５月に第１回会議を開催 

（２）予算の範囲内でガイドヘルパー、手話通訳、点字資料作成 
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